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　令和7年度11月補正予算参考資料

（単位：千円）

特別職給 一般職給等
会計年度任用
職員(ﾌﾙﾀｲﾑ)

報酬

１．議会費 6,935 6,935

２．総務費 62,955 △1,968 59,227 5,696

３．民生費 △26,937 △7,636 △19,301

４．衛生費 △43,044 △29,436 △13,608

５．労働費 715 715

６．農林水産業費 △5,873 △5,873

７．商工費 27,945 27,945

８．土木費 48,140 52,692 △4,552

９．消防費 52,366 52,366

10．教育費 55,855 70 101,768 △45,983

小計 179,057 △1,898 257,988 △77,033

競輪事業 8,838 8,838

国民健康保険 3,408 3,408

食肉ｾﾝﾀｰ食肉市場 653 653

介護保険 △19,753 △5,468 △14,285

後期高齢者医療 △1,702 △1,702

小計 △8,556 5,729 △14,285

合計 170,501 △1,898 263,717 △91,318

特別会計

人　件　費　補　正　の　概　要

一般会計

款 補正額
内訳
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人 件 費 補 正 の 主 な 要 因 

 

補正額 １７１百万円 

 

 

１．令和７年度人事院勧告による増               ５９２百万円 

 ○ 給料表の改定 

若年層が受ける給料月額に重点を置いた給料表の改定（平均改定率 約 3.3％） 

○ 期末・勤勉手当支給月数の改定 

  支給月数の 0.05 月引上げ（一般職員の場合：年間で 4.6 月から 4.65 月に改定） 

 

２．当初予算の積算人数と実際に配置した職員数の差による減  △１６５百万円 

（単位：人） 

会計 款 
一般職給 

（任期付職員含む） 

再任用職給 
 

会計年度任用職員 
（フルタイム） 

一般会計 

２．総務費 △5 △9 △1 

３．民生費 11 △7 △7 

４．衛生費 △2 △3 △3 

６．農林水産業費 △1   

７．商工費 1 △1  

８．土木費 △3  △1 

９．消防費 △8   

10．教育費 11 △1 △11 

小計 4 △21 △23 

特別会計 

介護保険   △4 

後期高齢者医療 △1   

※令和７年 10 月１日現在の人数との差を表しています。 

 

３．無給となる育児休業等の新規取得分による減        △３５１百万円 

 無給となる育児休業等の新規取得期間 取得者の合算で約 527 月相当分 

 

４．その他職員手当等による増                  ９５百万円 
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（単位：千円）

一般職（任期付職員を含む）、再任用

給料 手当計
(児童手当除く)

扶養 地域 住居 通勤 単身赴任 特殊勤務 時間外 休日給 宿日直 管理職

議 会 費
1,819 4,106 △106 238 0 △112 0 1,859 △12 934

総 務 費
7,117 52,518 △965 3,038 1,417 △1,323 93 40 33,990 △450 5,191

民 生 費
11,333 △15,422 △2,876 2,095 △190 △1,308 100 △15,956 △475 △807

衛 生 費
1,077 △29,416 △647 789 △2,574 △1,012 560 △13,514 △17,965 961

労 働 費
0 0 0 0 0 0 0

農林水産業費
△3,644 △125 △546 △293 △351 297 14 175 96 1,135

商 工 費
10,866 13,562 514 1,202 136 365 0 4,282 △186 326

土 木 費
17,158 26,913 2,152 1,882 △458 △222 0 10,240 △408 470

消 防 費
23,196 17,760 △1,258 2,246 1,985 △1,582 △1,305 △4,867 7,321 60

教 育 費
44,867 41,973 1,091 4,205 1,161 492 8 12,865 △327 360

一般会計合計
113,789 111,869 △2,641 15,402 1,126 △4,405 93 △583 29,074 △12,406 0 8,630

競 輪 事 業
2,665 4,905 398 280 0 △46 0 2,108 10 55

国民健康保険
1,869 1,378 105 179 △324 △11 0 530 △19 0

食肉ｾﾝﾀｰ食肉

市 場 65 508 272 32 △339 303 0 94 △10 21

介 護 保 険
2,315 △8,255 405 216 0 △158 0 △7,498 △396 △804

後期高齢者医療
△1,211 △49 396 △48 △239 8 53 △4 37

特別会計合計
5,703 △1,513 1,576 659 △663 △151 0 8 △4,713 △419 0 △691

総 計
119,492 110,356 △1,065 16,061 463 △4,556 93 △575 24,361 △12,825 0 7,939

支出科目

令和７年度　人件費補正（資料）
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（単位：千円）

一般職（任期付職員を含む）、再任用 特別職

管理職特勤 期末 勤勉 児童
初任給
調整

共済費 給料 期末 通勤 児童 共済費

議 会 費
146 352 807 △30 1,040 0 0 0 0 0

総 務 費
981 6,975 3,531 790 △1,198 △1,377 98 △689

民 生 費
△36 5,160 △1,129 △2,443 △1,104 0

衛 生 費
△39 2,659 1,059 245 307 △1,342 0

労 働 費
0 0 0 0 0 0

農林水産業費
△3 △529 △120 △45 △2,059 0

商 工 費
246 3,422 3,255 491 3,026 0

土 木 費
873 6,896 5,488 2,945 5,676 0

消 防 費
6 7,957 7,197 △445 11,855 0

教 育 費
27 12,227 9,864 △715 15,643 57 0 13

一般会計合計
2,201 45,119 29,952 793 307 31,537 0 △1,320 98 0 △676

競 輪 事 業
12 1,093 995 165 1,103 0 0 0 0 0

国民健康保険
0 556 362 130 31 0 0 0 0 0

食肉ｾﾝﾀｰ食肉

市 場 24 52 59 75 5

介 護 保 険
△8 407 △419 815 △343 0 0 0 0 0

後期高齢者医療
0 △234 △18 325 △767 0 0 0 0 0

特別会計合計
28 1,874 979 1,510 0 29 0 0 0 0 0

総 計
2,229 46,993 30,931 2,303 307 31,566 0 △1,320 98 0 △676

支出科目

令和７年度　人件費補正（資料）
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（単位：千円）

会計年度任用職員（フルタイム）

給料 地域 通勤 特殊勤務 時間外 休日給 宿日直 期末 勤勉 児童 共済費

議 会 費
0 6,935

総 務 費
3,594 345 40 341 △160 △554 △371 340 2,121 62,955

民 生 費
△13,740 △1,237 △685 25 △1,169 △95 △1,178 △1,122 0 △100 △26,937

衛 生 費
△7,030 △632 △605 40 △349 △1,554 △1,253 △2,225 △43,044

労 働 費
412 37 14 △33 60 45 180 715

農林水産業費
0 △5,873

商 工 費
0 27,945

土 木 費
△2,756 △232 △99 △87 △22 △423 △487 △446 48,140

消 防 費
0 52,366

教 育 費
△24,797 △2,423 △1,181 △2,525 △52 △4,781 △3,845 0 △6,379 55,855

一般会計合計
△44,317 △4,142 △2,516 65 △3,822 △329 0 △8,430 △7,033 340 △6,849 179,057

競 輪 事 業
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,838

国民健康保険
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,408

食肉ｾﾝﾀｰ食肉

市 場 653

介 護 保 険
△8,202 △730 △509 △2,030 △14 △949 △797 △1,054 △19,753

後期高齢者医療
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △1,702

特別会計合計
△8,202 △730 △509 0 △2,030 △14 0 △949 △797 0 △1,054 △8,556

総 計
△52,519 △4,872 △3,025 65 △5,852 △343 0 △9,379 △7,830 340 △7,903 170,501

支出科目 計

令和７年度　人件費補正（資料）
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（単位：千円）

△ 12,410 △ 25,203 169 △ 998 △ 519 △ 365 0 △ 205 △ 16,027 0 0

（収益的収支）
△ 10,315 △ 26,238 △ 430 △ 900 5 △ 738 0 △ 205 △ 17,132 0 0

（資本的収支）
△ 2,095 1,035 599 △ 98 △ 524 373 0 0 1,105 0 0

154,762 0 12,778 0 1,438 0 0 29,761 0 4,661

△ 3,322 △ 858 386 435 △ 74 0 △ 128 △ 4,768 0 0

（収益的収支）
1,822 △ 1,017 △ 856 518 437 353 0 △ 105 △ 2,789 0 0

（資本的収支）
△ 533 △ 2,305 △ 2 △ 132 △ 2 △ 427 0 △ 23 △ 1,979 0 0

農業集落排水事業
71 48 0 0 0 0

126,308 △ 689 12,214 △ 84 999 0 △ 333 8,966 0 4,661

1,136 △ 162 △ 4,945 △ 3,287 2,845 △ 8,486 96 △ 15 △ 136 △ 112

（収益的収支）
1,159 △ 141 △ 4,714 △ 3,142 1,215 △ 7,811 96 △ 15 △ 136 △ 112

（資本的収支）
△ 23 △ 21 △ 231 △ 145 1,630 △ 675 0 0 0 0

3,928 0 52,092 50,104 0 22,913 0 21 0 1

107 △ 92 1,048 622 △ 1,840 △ 885 0 0 0 0

（収益的収支）
△ 2 △ 7 843 591 △ 650 △ 223 0 0 0 0

（資本的収支）
109 △ 85 205 31 △ 1,190 △ 662 0 0 0 0

農業集落排水事業
0 0 13 10 0 0 0 0

△ 254 48,208 47,449 1,005 13,542 96 6 △ 136 △ 111

182 △ 22 0 6 36 31 0 256 △ 42,932

（収益的収支）
182 △ 22 0 6 36 31 0 256 △ 42,827

（資本的収支）
0 0 0 0 0 0 0 0 △ 105

14,051 1,265 29 963 4,955 4,743 0 2,041 340,801

0 0 0 0 0 0 0 0 △ 4,758

（収益的収支）
0 0 0 0 0 0 0 0 △ 68

（資本的収支）
0 0 0 0 0 0 0 0 △ 4,690

農業集落排水事業
0 0 0 0 0 0 0 0 600

529

水道事業

病院事業

下水道事業

企業会計合計

水道事業

病院事業

下水道事業

企業会計合計

支出科目

水道事業

病院事業

下水道事業

企業会計合計

支出科目

特別職

1,243

法定福利費通勤期末給料法定福利費（児童）勤勉期末管理職特勤

4,7744,991969

勤勉

手当計
(児童手当除く)

宿日直休日給時間外特殊勤務単身赴任通勤住居地域扶養

　　令和７年度　企業会計人件費執行見込額の増減（対当初予算）

支出科目

＊水道事業（収益的収支）における人件費の不用額42,827千円は純利益となります。この財源は翌年度に減債積立金へ積み立てさせていただく予定です。
（令和7年度末　企業債残高見込　13,393,739千円）
＊水道事業（資本的収支）における人件費の不用額105千円は内部留保資金となります。

＊病院事業における人件費の不足額340,801千円については、増額補正を行います。

＊下水道事業（収益的収支）における人件費の不用額68千円は純利益となります。この財源は翌年度に減債積立金へ積み立てさせていただく予定です。
（令和7年度末　企業債残高見込　75,050,320千円）
＊下水道事業（資本的収支）における人件費の不用額4,690千円は内部留保資金となります。

＊農業集落排水事業における人件費の不足額600千円については、増額補正を行います。

135,057

1,289

一般職、再任用

給料

地域 通勤 時間外 期末

14,233

124,465

一般職、再任用

管理職

5,171

計

293,7112,297

会計年度任用職員（フルタイム）

給料 特殊勤務 法定福利費

29
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１．目的 

  市議会議員の期末手当の増額を行う。 

 

 

 

２．内容 

  人事院勧告に準じ、令和７年 12 月期末手当を１．７２５月分から 

１．７７５月分に引き上げることによる補正を行う。 

 

 

 

３．補正予算額     

１，５１５千円    （財源内訳）一般財源  １，５１５千円 

令和７年 11 月定例月議会 

議事課 

補正予算書(２)Ｐ28～29 

 

議 員 報 酬 等 
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１．目的 

  楠地区市民センター管内に所在する公共施設の適正化を進めるため、楠ふれあいセン

ターと楠保健福祉センター（健康福祉部所管）の建物と土地を一体として売却する。 

 

２．内容 

売却に向けた手続きを進めるなか、楠保健福祉センターの敷地内構造物が隣地へ越境

していることが判明したため、早期に是正工事を行う必要が生じた。 

上記に伴い、令和７年度実施予定であった不動産鑑定を令和８年度に延期するため、

不動産鑑定費用の減額補正を行う。 

 

不動産鑑定料（３者分）の減額                 △１，９４１千円 

  ※令和８年度の不動産鑑定料は、令和８年度当初予算にて計上予定。 
 

【スケジュール】 

 

３．補正予算額 

△１，９４１千円 （財源内訳）一般財源 △１，９４１千円 

当初

4 7 1

9月議会（産生） ２月議会 普通財産 6月議会（産生）
条例廃止説明 条例廃止議案化手続き 入札結果説明

見直し後

4 7 1

9月議会（産生） 11月議会 ２月議会 普通財産化 2月議会（産生）
条例廃止説明 不動産鑑定 条例廃止議案 手続き 入札結果説明

費用減額補正

10

契約・売払い

契約・売払い ２月上旬
 公有財産審査会

入札８月末
公有財産
審査会

（臨時）

センター内
撤収作業

R８年度

楠ふれあい
センター

(ゆめの木)

庁内用途廃
止手続き

施設廃止周知

表題登記 所有権保存

R７年度
4 7

センター内
撤収作業

10 1

売却手続

不動産鑑定 入札

R７年度 R８年度
4 7 10 1 10

売却手続

不動産鑑定

楠ふれあい
センター

(ゆめの木)
表題登記 所有権保存

施設廃止周知

庁内用途廃
止手続き

廃止

廃止

不動産鑑定額有効期間（公有財産審査会審査から１年間）

不動産鑑定額有効期間（公有財産審査会審査から１年間）

令和７年 11 月定例月議会 

市民生活課 

補正予算書(２)Ｐ28～29  

楠ふれあいセンター不動産鑑定料 

（楠ふれあいセンター管理運営費） 
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１．目的 

ふるさと応援寄附金（以下、「ふるさと納税」という）を通して、本市の魅力ある

地場産品を広く市外に周知することで、寄附の受け入れ拡大を目指す。 

 

２．内容 

ふるさと納税ポータルサイトの追加、返礼品の見せ方の変更に加え、新規開拓した

返礼品について寄附者への周知に努めてきた結果、寄附金額が増加した。これに伴い、

寄附の募集等に係る費用の増加が見込まれるため、所要額の増額補正を行う。 

                           （単位：千円） 

区分 補正前 補正額 補正後 

返礼品代金等 262,010 51,250 313,260 

ポータルサイト使用料 69,540 9,359 78,899 

ふるさと納税支援業務委託等 59,687 10,700 70,387 

クレジット決済等手数料 5,414 767 6,181 

ワンストップ申請書 

受取人払い郵便料等 
7,223 1,424 8,647 

合計 403,874 73,500 477,374 

 

【参考】 歳入                                         （単位：千円） 

 補正前 補正額 補正後 

総務管理費寄附金 

ふるさと応援寄附金 
801,000 188,500 989,500 

 

※過去３年間及び今後の寄附受入額と個人市民税税額控除額は以下のとおり。 

寄附 

年度 

寄附 

受入額(A) 

受入額 

前年比 

控除 

年度 

個人市民税 

控除額(B) 

控除額

前年比 
収支差(A-B) 

R4 85,890 千円 - R5 1,033,973 千円 - ▲948,083 千円 

R5 325,106 千円 379% R6 1,148,885 千円 111% ▲823,779 千円 

R6 753,956 千円 232% R7 1,287,696 千円 112% ▲533,740 千円 

R7 
(見込) 

989,500 千円 131% 
R8 

(見込) 1,442,220 千円 112% ▲452,720 千円 

 

３．補正予算額  

７３，５００千円     （財源内訳）一般財源 ７３，５００千円 

ふるさと応援寄附金事業 
（魅力収集発信事業費） 

令和７年 11 月定例月議会 
観光交流課 
補正予算書(２)Ｐ28～29 
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   被災者生活再建支援システム ID 追加 

  （防災システム整備事業費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．目的 

令和７年９月12日からの大雨に伴う災害において、罹災証明書の発行及び被災者

支援を迅速かつ的確に行うため、今年度に導入した被災者生活再建支援システムに

新たなIDを追加する。 

 

２． 内容 

（１）罹災 ID：罹災証明書の受付・発行に使用する ID 

    ・罹災証明書発行体制強化のため、既存２ID に加えて、15ID を追加 

・１ID あたり月額 50,000 円（税抜）１か月分を追加 

 

（２）被災者台帳 ID：被災者支援を行うため、被災者台帳の閲覧に使用する ID 

・支援業務における継続利用が想定されるため、既存５ID に加えて、１ID

を追加 

・１ID あたり月額 20,000 円（税抜）３か月分を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．補正予算額 

 ８９１千円       （財源内訳）一般財源 ８９１千円 

 

項目 数量（ID） 単価（円） 期間（月） 合計（円） 

罹災 ID 15 55,000 1 825,000 

台帳 ID 1 22,000 3 66,000 

合計 ― ― ― 891,000 

令和７年 11 月定例月議会 

危機管理課 

補正予算書(２)P30～31   

災害対応 
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１．目的

（単位：千円）

金　額 所 管 課

国庫支出金 304,225

マイナンバーカード交付事務費補助金（10/10） 22,611 市民課

重層的支援体制整備事業交付金（1/2等） 5,072 福祉総務課

結核医療費負担金・補助金（3/4・1/2） 1,937 保健予防課

新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金(10/10) 5,609 健康づくり課
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金(10/10) 57,332 健康づくり課

生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（3/4） 2,172 保護課

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（3/4・2/3・1/2） 1,789 保護課

生活保護費等国庫負担金(3/4) 41,264 保護課

障害者医療費負担金（1/2） 35,741 障害福祉課

子ども・子育て支援交付金（2/3・1/3） 25,908 こども未来課

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金(10/10・3/4） 3,926 こども未来課

出産・子育て応援交付金（10/10・2/3・1/2） 1,126 こども家庭センター

妊娠・出産包括支援事業費補助金（1/2） 1,915 こども家庭センター

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金(10/10・3/4・1/2) 4,415 こども家庭センター

児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金（2/3・1/2） 2,231 こども家庭センター

障害児入所給付費等国庫負担金（1/2） 71,015 こども発達支援課

障害者総合支援事業費補助金（1/2） 2,689 こども発達支援課

子育てのための施設等利用給付事業費負担金(1/2)　 17,473 保育幼稚園課

県支出金 151,383

重層的支援体制整備事業交付金（1/4） 2,536 福祉総務課

地域医療介護総合確保基金事業補助金（10/10）　※ 2,470 介護保険課

子ども・子育て支援交付金（1/3・1/6） 25,908 こども未来課

障害児施設措置費（給付費等）負担金（1/4） 35,508 こども発達支援課

子育てのための施設等利用給付事業費負担金(1/4)　 8,736 保育幼稚園課

幼稚園施設型給付費負担金（1/4） 63,817 保育幼稚園課

幼稚園施設型給付費補助金（1/2） 12,408 保育幼稚園課

合　　　　　　計 455,608

　４５５，６０８千円　　　　　　　　　（財源内訳）　その他特財　　　２，４７０千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（過年度補助金戻入）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財源　　４５３，１３８千円

　令和６年度に実施した補助事業に係る下記の国庫支出金・県支出金について、受入額が実
績額を上回り、返還が必要となったため補正を行う。

２．内容

名　　　　称

※①民間の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が平成29年度に当該交付金を活用して改修した事務所
　　について、事務所の移転（既存施設の解体）に伴い県へ返還するもの（1,278千円）
　②民間のグループホームが令和５年度に当該補助金を活用した建設費等の事業費について、消費税仕入れ
　　控除税額を県へ返還するもの（1,192千円）

３．補正予算額

令和７年11月定例月議会
財政課
補正予算書(２)P30～31

過年度国県支出金等返還金
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１．目的 

戸籍情報システム及び戸籍附票システムの稼働を維持し、業務の円滑な運営を

図る。 

 

２．内容 

令和８年１月の情報システムの標準化に向け、本市では戸籍情報システム及び

戸籍附票システムについて、令和６年度からシステムの構築を進めてきた。 

しかしながら、振り仮名の法制化や共同親権といった戸籍制度を取り巻く変化

への対応に伴い、ベンダーの体制がひっ迫するという課題が生じていた。 

こうした状況の中、国は一部の機能について、遅くとも令和 10 年度までに移行

後の実装等を可能にする経過措置を設けるに至った。 

これを受け、本市においても円滑かつ安全なシステム移行のため、戸籍附票シ

ステムの一部の移行スケジュールを見直したことから所要の費用について、繰越

明許費を計上する。 

 

【標準化スケジュール】 

令和８年１月 戸籍情報システム及び戸籍附票システムの標準化移行を実施 

令和８年度中 戸籍附票システムの一部機能を実装 

 

 

３．繰越明許費（追加）  

３，４３２千円 （財源内訳）国庫支出金（10/10）３，４３２千円 

 

 

 

 

 

 

システム標準化移行対応 

（戸籍住民基本台帳情報システム運営費） 

令和７年 11 月定例月議会 

市民課 

補正予算書(２)P11 
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１．目的 

一人親家庭等に対し医療費を助成することにより、保健の向上と福祉の増進

を図る。 

 

 

２．内容 

  一人親家庭等の医療費の所要見込額が、当初の見込みを上回るため、増額補

正を行う。 

 

 

【所要額見込】                     （単位：千円） 

 当初予算額 補正予算額 補正後予算額 

一人親家庭等医療費  67,000 9,970 76,970 

 

  

３．補正予算額 

９，９７０千円   （財源内訳） 県支出金(1/2) ４，９８５千円 

 一般財源 ４，９８５千円 

 

令和７年 11 月定例月議会 

こども手当・医療給付課 

補正予算書(２)P34～35  

一人親家庭等医療費 
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１．目的 

高齢者数の増加に対応して、適正な介護保険事業運営を図るため、第９次介護保険

事業計画に基づき、介護保険施設の整備を行う。 

 

２．内容 

（１）今年度に１か所整備予定（１事業所 18 床の新規開設）の認知症高齢者グルー

プホームについて、本市補助金の財源となる、三重県地域医療介護総合確保基金

事業補助金の交付要領が改正され、補助単価が増額されたため、本市補助金にお

いても同額の増額補正を行う。 

 

①認知症高齢者グループホーム建設費補助金 

当初予算額 補正予算額 所要見込額 （備考） 

39,600 千円 1,900 千円 41,500 千円 
施設１か所あたり 41,500 千円 

（改正前は、施設１か所あたり 39,600 千円） 

 

②施設開設準備経費補助金 

当初予算額 補正予算額 所要見込額 （備考） 

17,802 千円 846 千円 18,648 千円 
定員 1 人あたり 1,036 千円 

（改正前は、定員 1 人あたり 989 千円） 

 

＜補助対象施設＞ 

うぃるグループホーム小杉（小杉町）（設置主体：株式会社Ｗ） 

 

（２）今年度に１か所整備予定の定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、設置

主体である株式会社良和生活支援事業所より、施設開設準備経費補助金が不要と

なり、申請しない旨が伝えられたため、減額補正を行う。 

  

〇施設開設準備経費補助金 

内容 当初予算額 補正予算額 所要見込額 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 16,600 千円 △16,600 千円 0 千円 

 

＜補助対象施設＞ 

定期巡回りょうわ（尾平町）（設置主体：株式会社良和生活支援事業所） 

 

３．補正予算額     

△１３，８５４千円   （財源内訳）県支出金（10/10）△１３，８５４千円 

民間社会福祉施設等整備助成事業費 

令和７年１１月定例月議会 

介護保険課 

補正予算書(２)Ｐ34～35  
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１．目的 

  楠地区市民センター管内に所在する公共施設の適正化を進めるため、楠保健福祉セン

ターと楠ふれあいセンター（市民生活部所管）の建物と土地を一体として売却する。 

 

２．内容 

売却に向けた手続きを進めるなか、楠保健福祉センターの敷地内構造物が隣地へ越境

していることが判明したため、令和８年度早期に敷地内構造物の越境の是正工事を行う

とともに、同時期に不動産鑑定を行う。そして是正工事完了後に施設の普通財産化の手

続き行い、令和８年度内の施設の売却手続きを行う。 

それに伴い、令和７年度実施予定であった不動産鑑定を令和８年度に延期するため、

不動産鑑定費用の減額補正を行う。 

 

不動産鑑定料（３者分）の減額                 △２，３１０千円 

  ※令和８年度の不動産鑑定料は、令和８年度当初予算にて計上予定。 

 

(スケジュール)  

 
 

３．補正予算額 

△２，３１０千円        （財源内訳）一般財源    △２，３１０千円 

 

 

 

 

 

当初

4 7 1

 ２⽉議会（教⺠） 普通財産化 6⽉議会（教⺠）
不動産鑑定予算上程 手続き 入札結果説明

変更後

4 7 1

 ２⽉議会（教⺠） 9⽉議会（教⺠） 11⽉議会 普通財産化 2⽉議会（教⺠）
不動産鑑定予算上程 委員会報告 不動産鑑定費用 手続き 入札結果説明

減額補正

売却手続
不 動 産 鑑 定 入 札 契約・売払い ２⽉上旬

 公有財産審査会

R6年度 R７年度 R８年度
1 4 7 10 1 10 2 3

楠保健福祉
センター

(ゆりかもめ)

庁内用途
廃止手続き

表題登記 所有権保存 センター内 撤収作業
境 界 確 認

施 設 廃 止 周 知

R6年度 R７年度 R８年度
1 4 7 10 1 10 2 3

 公有財産
審査会

（臨時）

楠保健福祉
センター

(ゆりかもめ)

庁内用途
廃止手続き

表題登記 所有権保存  センター内 撤収作業
境 界 確 認  施 設 是 正 土 木 工 事

施 設 廃 止 周 知

売却手続

不 動 産 鑑 定 入札 契約・
売払い８⽉末

廃 止

廃 止

不動産鑑定額有効期間（公有財産審査会審査から１年間）

令和８年度内の売却

不動産鑑定額有効期間（公有財産審査会審査から１年間）

令和７年 11 月定例月議会 

福祉総務課 

補正予算書(２)Ｐ34～35  

楠保健福祉センター不動産鑑定料 

（楠保健福祉センター管理運営費） 
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１．目的 

児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生

活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する。 

 

 

２．内容 

  児童手当の所要見込額が、当初の見込みを上回るため、増額補正を行う。 

  

 

【所要額見込】                     （単位：千円） 

 当初予算額 補正予算額 補正後予算額 

児童手当 6,284,230 40,630 6,324,860 

 

 

３．補正予算額  

４０，６３０千円  

（財源内訳） 国庫支出金（5/5・13/15・7/9） ２３，３０４千円 

 県支出金（1/9・1/15） ８，６６３千円 

 一般財源 ８，６６３千円 

  

 

令和７年 11 月定例月議会 

こども手当・医療給付課 

補正予算書(２)P34～35 

児童手当 
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１．目的 

父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育してい

る家庭（ひとり親家庭）等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図

る。 

 

 

２．内容 

  児童扶養手当の所要見込額が、当初の見込みを上回るため、増額補正を行う。 

 

 【所要額見込】                    （単位：千円） 

 当初予算額 補正予算額 補正後予算額 

児童扶養手当 988,476 38,000 1,026,476 

 

 

３．補正予算額 

  ３８，０００千円   （財源内訳）国庫支出金（1/3）１２，６６６千円 

                   一般財源     ２５，３３４千円 

令和７年 11 月定例月議会 

こども手当・医療給付課 

補正予算書(２)P34～35 

児童扶養手当 
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１．目的 

重症心身障害児や医療的ケア児を中心にサービスの提供を行う障害児通所支援

事業所の整備を行う事業者に対し、補助を行い、整備における負担軽減を図るとと

もに、サービス提供を行う事業所を確保する。 

 

 

２．内容 

三重県の社会福祉施設等整備計画に採択され、国・県からの補助を受けて障害児

通所支援事業所の整備を行う事業者に対し、国・県補助額の 1/4 を補助する。 

国・県の内示補助額に合わせて増額補正を行う。 

   

◇所要見込額                        （単位：千円） 

当初予算額 補正予算額 補正後予算額 備考 

19,619 923 20,542 
国内示補助額：54,779 

県内示補助額：27,389 

 ※市補助額 20,542 千円：（国補助額＋県補助額）×1/4 

 

◇概要 

施設種別 整備地 補助対象法人 

児童発達支援・ 

放課後等デイサービス・ 

短期入所 

四日市市羽津乙 129-2 
社会福祉法人 

四日市福祉会 

 

 

３．補正予算額 

９２３千円                     （財源内訳）一般財源  ９２３千円 

 

 

 

 

 

民間社会福祉施設整備費補助金 

（障害児通所支援事業所） 

令和７年 11 月定例月議会 

こども発達支援課 

補正予算書(２)P34～35 
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１．目的 

私立幼稚園に対して、国が定める基準（公定価格）に基づいた児童の保育

に要する費用を支給する。 

 

２．内容 

公定価格単価の増額改定により、所要見込額が当初の見込みを上回るため、

増額補正を行う。 

 

当初予算額 補正予算額 補正後予算額 

1,072,323 千円 52,620 千円 1,124,943 千円 

 

３．補正予算額 

５２，６２０千円 （財源内訳）国庫支出金（1/2）     １７，３２４千円 

県支出金（1/2・1/4）   １７，６４７千円 

                  一般財源          １７，６４９千円 

 

幼稚園事務費事業費（児童一般分） 

令和７年 11 月定例月議会 

保育幼稚園課 

補正予算書(２)Ｐ36～37 
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１．目的 

私立保育園及び認定こども園に対して、国が定める基準（公定価格）に基

づいた児童の保育に要する費用を支給する。 

 

２．内容 

公定価格単価の増額改定により、所要見込額が当初の見込みを上回るため、

増額補正を行う。 

 

当初予算額 補正予算額 補正後予算額 

4,053,211 千円 208,564 千円 4,261,775 千円 

 

３．補正予算額 

２０８，５６４千円 （財源内訳） 国庫支出金（1/2）  １３３，２８４千円 

 県支出金（1/4）      ３７，６３９千円 

 一般財源        ３７，６４１千円 

 

保育所事務費事業費（児童一般分） 

令和７年 11 月定例月議会 

保育幼稚園課 

補正予算書(２)Ｐ36～37 
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１．目的 

地域型保育事業所に対して、国が定める基準（公定価格）に基づいた児童

の保育に要する費用を支給する。 

 

２．内容 

公定価格単価の増額改定により、所要見込額が当初の見込みを上回るため、

増額補正を行う。 

 

当初予算額 補正予算額 補正後予算額 

1,032,368 千円 43,585 千円 1,075,953 千円 

 

３．補正予算額 

４３，５８５千円 （財源内訳） 国庫支出金（1/2） ４１，０４９千円 

 県支出金（1/4） △８５０千円 

 一般財源 ３，３８６千円 

 

地域型保育事業費 

令和７年 11 月定例月議会 

保育幼稚園課 

補正予算書(２)Ｐ36～37 
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    令和７年９月大雨災害救助経費 

   （生活必需品支給） 

 

 

 

 

 

 

 

１．目的 

災害による喪失または損傷により、生活に必要な被服や寝具等を使用することがで

きなくなった被災者に対し、災害救助法に基づき支援を行う。 

 

 

２．内容 

令和７年９月12日からの大雨に伴う災害において、床上浸水以上の被害を受けた

世帯に対し、災害救助法に定められた上限額内において、協定締結事業者の協力の

もと、生活必需品を支給する。 

（１）世帯あたりの上限額 

 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 
６人世帯以

上の加算額 

半壊・床上浸水 6,700円 8,900円 13,400円 16,300円 20,500円 
一人につき

2,900円 

（２）生活必需品の種類 

・被服             ・寝具 

・衛生用品           ・台所用品 

・掃除、洗濯用品        ・熱中症対策用品 など 

 

 

３．補正予算額  

９７７千円       （財源内訳）県支出金（10／10） ９７７千円 

                

 

令和７年 11 月定例月議会 

危機管理課 

補正予算書(２)P36～37   

 

世帯人数 

住家被害 

災害対応 
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１．目的 

令和７年９月12日からの大雨に伴う災害による被害を受け、住宅に甚大な被害を

受けた市民への支援として、災害救助法に基づき賃貸型応急住宅の提供を行う。 

 

 

２．内容 

（１）制度概要 

賃貸型応急住宅とは、災害救助法が適用された場合に、災害により住宅が半

壊等の被害を受け、自己の資力では居住する住宅を確保できない被災者に対し

て、市が民間賃貸住宅を借り上げて提供する制度である。 

 

（２）入居対象 

    災害発生時に四日市市に居住し、【１】と【２】の両方に該当する方 

【１】 次のいずれかを満たす方 

① 住宅が半壊し、住み続けることが困難な程度の傷みや悪臭により住家

としての利用ができず、自らの住居に居住できない方 

② 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に

要する期間が１か月を超えると見込まれる方（半壊以上の被害を受け、

他の住まいの確保が困難な方に限る。） 

【２】 他に居住できる住宅がなく、自己の資力では住宅を確保することがで

きない方（持家のほか、自らが所有するアパートやマンション、別荘等

がないこと。） 

 

（３）提供期間 

    入居日から最長２年 

   （災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合は、応急修理が完了

後、速やかに退去（最長６か月）） 

 

（４）負担経費 

    家賃・共益費・退去修繕負担金・礼金・仲介手数料・鍵交換費を市が負担す

る。市が負担した経費は、全額三重県へ求償する。 

 

 

３．補正予算額  

３，０００千円    （財源内訳）県支出金(10/10) ３，０００千円 

 

 

 

令和７年９月大雨災害救助経費 

（賃貸型応急住宅） 

令和７年 11 月定例月議会 

市営住宅課 

補正予算書（２）P36～37     

 

災害対応 
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１．目的 

 心身ともに不安定になりやすい産後１年未満の時期に、家庭訪問や医療

機関（三重県助産師会、産科医療機関等に委託）等の施設にて、助産師等

による、乳房管理や沐浴を含む心身のケアおよび育児サポートを実施する。 

 

２．内容 

産後の心身の負担や育児不安を軽減するために必要とされる産後ケアの

ニーズは年々高まっており、本市においても妊娠届出後の面談等を通じ

て、「産後ケア事業」の周知に努めている。 

その結果、令和７年度の実績見込が当初見込を上回るため、増額補正を

行う。 

 ＜産後ケア事業利用件数＞ 

 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

実績 実績 
当初見込 

（Ａ） 

実績見込 

（Ｂ） 

差 

(Ｂ)‐(Ａ) 

訪問型 234 件 331 件 300 件  429 件 129 件 

デイケア型 410 件 652 件 540 件 765 件 225 件 

宿泊型 126 件 228 件 180 件 246 件 66 件 

合 計 770 件 1,211 件 1,020 件 1,440 件 420 件 

 

※産後ケア事業の種別 

訪問型:自宅等を助産師が訪問 

デイケア型：母子が産科医療機関、産後ケア施設等に日帰りで滞在  

宿泊型：母子が医療機関等に短期間宿泊 

 

産後ケア事業費（委託料） 

当初予算額 補正予算額 補正後予算額 

22,462 千円 9,300 千円 31,762 千円 

 

３．補正予算額  

９，３００千円    (財源内訳) 国庫支出金（1/2）４，２４９千円 

                 県支出金（1/4） ２，１２４千円 

                 その他特財        ８０２千円 

（産後ケア利用料） 

                 一般財源     ２，１２５千円 

 

産後ケア事業費 

令和７年 11 月定例月議会 

こども家庭センター 

補正予算書(２)P38～39  
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１．目的 

子ども・子育て支援法に基づき、身体的、精神的及び経済的な負担軽減と、妊婦や胎

児の保健及び福祉の向上を目的として、「マタニティ給付金（妊婦支援給付金）」を支給

する。 

併せて、「妊婦等包括相談支援事業（伴走型相談支援）」を実施することにより、妊娠

中の身体的、精神的及び経済的な負担軽減のための総合的な支援を行う。 

 

２．内容 

  妊娠届出後に面談を受けた妊婦に対し、「マタニティ給付金（１回目）」として一人当

たり５万円を、また、出生届出後に面談を受けた産婦である母親に対し、「マタニティ

給付金（２回目）」として、胎児一人につき５万円を支給する。 

  給付対象者が、当初の見込みを上回ることから、増額補正する。 

〈支給件数〉 

  
マタニティ給付金

（１回目） 

マタニティ給付金

（２回目） 

子育て応援金

（R7.3.31 まで

に出産した人） 

計 

当初見込（Ａ） 2,100 件 1,925 件 175 件 4,200 件 

実績見込（Ｂ） 2,235 件 1,877 件 350 件 4,462 件 

（Ｂ）－（Ａ） 135 件 △48 件 175 件 262 件 

〈補正見込〉 

 

※マタニティ給付金（妊婦のための支援給付）と出産・子育て応援金 

 
マタニティ給付金 

（妊婦のための支援給付） 
出産・子育て応援交付金 

根拠 子ども・子育て支援法第 10 条の２ 国の予算事業（実施要綱） 

給付額の算定 
妊娠している人及び妊娠しているこ

どもの数（流産・死産等を含む） 

妊娠の届出をした妊婦及び出生した児

童数 

対象 

令和７年４月１日以降に出産する人

で、令和６年度中に出産応援金の申

請をしていない人。 

令和７年３月 31 日までに出産応援金

を申請済みの妊婦または、令和７年３

月 31 日までに出産した子の養育者。 

 

３．補正予算額  

１３，１００千円      （財源内訳） 国庫支出金（10/10）１３，１００千円 

当初予算額 補正予算額 補正後予算額 

  210,000千円  13,100千円 223,100千円 

令和７年 11 月定例月議会 

こども家庭センター 

補正予算書(２)P38～39 

妊婦のための支援給付事業費 
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１．目的 

令和７年９月 12 日からの大雨に伴う災害により発生した災害廃棄物について、

家電リサイクル法対象製品の適正処理を行う。 

 

２．内容 

浸水被害を受けた各家庭等から発生した災害廃棄物は市が回収し、クリーンセン

ターにおいて順次処理を行っているが、回収した家電４品目(テレビ、冷蔵庫、洗

濯機・乾燥機、エアコン)については家電リサイクル法に基づいて処理する必要が

ある。このため、所定のリサイクル料金について、増額補正を行う。 

 

  [回収実績] 受入期間：令和７年９月 14日～10 月 31日 

品 名 台 数 処理手数料 

冷蔵庫 31 台 136,340 円    

テレビ 18 台   48,320 円    

洗濯機 13 台 33,660 円    

エアコン １台 990 円    

合 計 63 台 219,310 円    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回収した災害廃棄物 

 

３．補正予算額 

  ２２０千円           （財源内訳）一般財源 ２２０千円 

 

令和７年 11 月定例月議会 

生活環境課 

補正予算書(２)P40～41 

    災害廃棄物（家電リサイクル法対象製品）処理手数料 

（廃棄物対策事業費） 
災害対応 
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１．目的 

令和７年９月 12 日からの大雨に伴う災害により、中心市街地の商店街の多くの店舗が

浸水被害を受けたため、商店街が実施する賑わい創出のための取り組みに対し支援を行

い、商店街の活性化を図る。 

 

２．内容 

  四日市市商店街活性化イベント事業補助金について、令和７年 12 月 24 日から１年間

に開催されるイベントを対象に、補助率及び補助金上限額を拡充する。 

 

 【補助対象団体】 

（１）四日市市内の商店街の振興等を目的として組織された市内にある商店街振興組 

合、発展会、商店会、その他これらに類する団体及びその団体が中心となって組 

織された団体 

（２）四日市市内の商店街の振興等を目的として組織された市内にある商店街振興組 

合、発展会又は商店会のいずれかに加盟している市内の商店３店以上からなる 

グループ 

（３）四日市商工会議所 

（４）四日市エリアプラットフォーム 

 

【補助金の額】                 （改正前）      （改正後） 

イベント 
開催経費 開催経費 

補助率 上限額 補助率 上限額 

① 通常のイベント事業 1/2 50 万円 2/3 70 万円 

②エキサイト四日市・バザール 1/2 180 万円 2/3 240 万円 

③四日市商工会議所が事務局等 

となり商店街で行うイベント 

事業 

1/2 120 万円 2/3 160 万円 

④中心市街地において実施する 

広域から集客を見込める大規 

模イベント事業で、補助対象 

経費が 240 万円以上のもの 

1/2 120 万円 2/3 160 万円 

⑤四日市エリアプラットフォー 

ムが行うイベント事業 
1/2 120 万円 2/3 160 万円 

⑥高校生等の若者が中心となっ 

て行うイベント事業 
10/10 30 万円 10/10 50 万円 

 

 

３．補正予算額  

２，０００千円    （財源内訳）一般財源 ２，０００千円 

  四日市市商店街活性化イベント事業補助金 

（買い物拠点再生事業費） 

令和７年 11 月定例月議会 

商業労政課 

補正予算書(２)P44～45   

災害対応 
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１．目的 

令和７年９月 12 日からの大雨に伴う災害により、中心市街地商店街の多くの店舗が浸

水被害を受けたため、商店街が実施する災害予防の取り組みに対し支援を行い、商店街

の事業継続力の強化を図る。 

 

 

２．内容 

  四日市市商店街魅力アップ事業補助金について、補助対象事業に、商店街組織が実施

する「防災・減災に関する事業（計画策定・研修・訓練等）」を新設する。 

 

【補助対象団体】 

新設分については、（２）のみを対象とする 

（１）商店街の振興等を目的として組織された、市内にある商店街振興組合、発展会 

又は商店会のいずれかに加盟している市内の商店３店以上からなるグループ 

（２） 商店街の振興等を目的として組織された、市内にある商店街振興組合、発展会、 

商店会、その他それに類する団体 

（３）四日市エリアプラットフォーム 

 

【補助対象事業】               

補助対象事業 
開催経費 

補助率 限度額 

①ニーズ調査事業 

4/5 20 万円 

②コンセプト作成事業 

③マップ作成事業 

④フリーペーパー作成事業 

⑤デジタル技術を活用した情報発信事業 

⑥高校生等の若者が中心になって行う演奏

会、展示会等の事業 
10/10 30 万円 

⑦防災・減災に関する事業（計画策定・研修・

訓練等） 
10/10 50 万円 

  

 

３．補正予算額 

 ３，０００千円    （財源内訳）一般財源 ３，０００千円 

 

  四日市市商店街魅力アップ事業補助金 

（買い物拠点再生事業費） 

【新設】 

令和７年 11 月定例月議会 

商業労政課 

補正予算書(２)P44～45  

災害対応 
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１．目的 

令和７年９月 12 日からの大雨に伴う災害の影響に伴い、売上高が減少した中小企業者

の資金繰りを支援する。 

 

 

２．内容 

  災害救助法の適用に伴い、本市は中小企業信用保険法に基づくセーフティネット保証

４号の指定地域となった。これを受け、市内中小企業者がセーフティネット保証４号に

関する融資の利用時に負担した保証料を補助する。 

 

 

【補助金の額】貸付金額に対して下記補給率により得た保証料相当額 

区分 補給率 適用期限（予定） 

セーフティネット保証４号に対する補給金 0.6％以内 令和９年３月 31 日まで 

※ただし、貸付金額3,000万円に対して補給率0.6％により得た保証料相当額（100万円）

を上限とする。 

 

 

【参考】セーフティネット保証４号について 

 突発的災害(自然災害等)の発生により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への

資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度。 

  

 

【スケジュール】 

  令和７年 10 月 21 日～ 補助申請受付開始 

             金融機関が中小企業者に対し貸付を実施後、保証料を補助 

  令和９年３月 31 日  補助申請受付終了 

 

 

３．補正予算額 

 ３０，０００千円    （財源内訳）一般財源 ３０，０００千円 

 

  
セーフティネット資金保証料補助金 

令和７年 11 月定例月議会 

商業労政課 

補正予算書(２)P44～45   

災害対応 
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１．目的 

 本市では昭和 53 年に宮妻峡ヒュッテを整備し、自然と親しむ健全な憩いの場を提

供してきたが、耐用年数が近づいたことで宮妻峡ヒュッテの除却をするとともに、宮

妻峡ヒュッテと隣接する宮妻峡キャンプ場を含めた新たな観光施設の整備に向け検

討を進めてきた。 

宮妻峡再整備により、新たな観光施設を整備し、更なる誘客を図るとともに、地域

に根差した観光資源として地域の活性化を図る。 

 

２．内容 

宮妻峡再整備において、民間事業者のノウハウやアイデアを活用し、効率的な施設

運営を行う。 

このため、設計・施工・運営にかかる事業者を公募型プロポーザル方式で選定する

にあたり、債務負担行為を計上する。 

（１）実施業務 

①設計・施工業務 

・既存の機能を確保・拡充及びオートキャンプサイトの整備 

・その他施設や設備については、基本計画図を参考に事業者が提案・整備 

②維持管理・運営業務（指定管理） 

・施設、設備等の維持管理 

・施設の運営（利用料金の徴収、情報発信） 

・周辺地域との連携 

 

（２）実施手法 

ＤＢＯ（Design-Build-Operate）方式 

・施設設置者である本市が施設整備費用を負担し、民間事業者が設計・施工 

及び施設の管理運営を実施する。 

・運営段階を見越した民間事業者のノウハウやアイデアを施設整備に反映さ

せるため、効率的な施設運営が期待できる。 

 

（３）選定方法 

公募型プロポーザル方式 

※事業者選定に際しては、事業者の効果的かつ効率的な施設運営により収益

をあげ、本市が負担する施設管理費用を軽減することを評価項目として重

視する。 

 

観光施設整備事業 

（宮妻峡エリア再整備事業費） 

令和７年 11 月定例月議会     

観光交流課                 

補正予算書(２)P12、44～45、65  
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（４）契約期間 令和８年 10 月から令和 19 年３月まで（予定） 

（内訳）  

設計・施工業務 令和８年 11 月から令和 10 年３月まで 

維持管理・運営業務 令和９年度から令和 18 年度まで（10 年間） 

 

（５）スケジュール 

 

 

３．補正予算額 

２５８千円  （財源内訳）一般財源 ２５８千円 

 

４．債務負担行為（追加） 

  ・宮妻峡エリア再整備事業費 

限度額 ４１３，８００千円  

期 間 令和７年度から令和９年度まで 
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令和７年11月定例月議会
政策推進課
補正予算書(２)P48～51

１．目的

 三重県及び四日市市で組織する四日市港管理組合の一般会計の経費を負担する。

２．内容

 四日市港管理組合一般会計において、国の補助内示等に合わせて補正を行うほか、単独事業費及び

人件費等の補正を行う。

〔四日市港管理組合 一般会計 歳出補正額　△357,468千円の主な内訳〕

当初予算額 補正予算額 補正後予算額

○総務費　(補正額　△63,814千円) 　

・人員配置に伴う人件費補正など 千円 千円 千円

・四日市港ポートビル維持管理費 千円 千円 千円

・ITシステム運用費 千円 千円 千円

○港湾管理費 （補正額　30,952千円）

・霞ヶ浦地区冠水対策工事 千円 千円 千円

・新富洲原ポンプ場修繕費等負担金 千円 千円 千円

・霞ヶ浦地区監視カメラ更新工事 千円 千円 千円

○港湾建設費　（補正額　△326,000千円）

・国直轄事業（81号岸壁）負担金　 千円 千円 千円

・国補港湾メンテナンス 千円 千円 千円

３．補正予算額

 △４５３千円　　　　　　　　　　　　　（財源内訳）一般財源　 △４５３千円

  (一般会計)      （単位：千円）

△ 357,468 6,160,652計 6,518,120 △ 357,468 6,160,652 計 6,518,120

組 合 債 2,273,800 △ 311,900 1,961,900

諸 収 入 33,246 1,912 35,158

1,000

28,000 △ 11,461 16,539

10,976 18 10,994 予 備 費 1,000 0

100,000

県 支 出 金 17,314 △ 557 16,757 公 債 費 1,998,041 903 1,998,944

405,778 △ 30,000 375,778 災 害 復 旧 費 100,000 0

30,952 1,326,067

使用料・手数料 719,916 △ 4,459 715,457 港 湾 建 設 費 2,154,006 △ 326,000 1,828,006

市 負 担 金 1,344,916 △ 453 1,344,463 港 湾 管 理 費 1,295,115

491 22,046

県 負 担 金 1,684,174 △ 568 1,683,606 総 務 費 948,403 △ 63,814 884,589

計 科　　　目 既 決 予 算 補 正 額 計

3,029,090 △ 1,021 3,028,069 議 会 費 21,555

168,260

20,000

△ 7,740

51,958 71,958

176,000

104,000

△ 61,773 197,053

536,658 27,527 564,185

258,826

53,262 △ 28,000 25,262

225,000

670,000 529,000

△ 90,000

△ 141,000

80,000 24,000

繰 入 金

財 産 収 入

国 庫 支 出 金

分担金・負担金

歳　　　　　入

315,000

歳　　　　　出

科　　　目 既 決 予 算 補 正 額

四日市港管理組合負担金
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１．目的 

中央通り再編事業と連携を図り、中心市街地の魅力及び回遊性を向上させるため、

鵜の森公園及び諏訪公園の再整備を進める。 

 

２．内容 

都市公園整備に係る国庫補助の内示割れに伴い、事業の進捗を図るため新しい地

方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金）にて国庫補助を要望したところ採択

されたことから、交付決定額にて増額補正を行う。 

また、年度内の事業完了が見込めないため、併せて繰越明許費を計上する。 

 

                  補正前        補正額      補正後 

229,800 千円    80,000 千円   309,800 千円 

（内訳） 

【まちなかウォーカブル推進事業】 

鵜の森公園         229,800 千円       0 千円  229,800 千円  

【第２世代交付金（拠点整備事業）】 

諏訪公園           －   千円    80,000 千円    80,000 千円 

 

３．補正予算額 

  ８０，０００千円      （財源内訳） 国庫支出金(1/2)４０，０００千円 

市   債   ３６，０００千円 

その他特財    ４，０００千円 

（都市基盤・公共施設等整備基金繰入金） 

 

４．繰越明許費（追加） 

  ８０，０００千円      （財源内訳） 国庫支出金(1/2)４０，０００千円 

市   債   ３６，０００千円 

その他特財    ４，０００千円 

（都市基盤・公共施設等整備基金繰入金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市公園整備事業費 

令和７年 11 月定例月議会 

公園緑政課 

補正予算書(２)P11、50～51   

将来イメージ図 現   況 

ト イ レ 

芝 生 広 場 

遊び場 

ト イ レ 

補正予算工事

対 象 箇 所 

諏訪神社 
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１．目的 

市営住宅等の供給・管理を適切に行うため、四日市市営住宅等長寿命化計画に基

づき改修等を実施する。 

 

２．内容 

国補助内示額に合わせて、市営住宅整備事業費の減額補正を行う。 

 

                   補正前      補正額     補正後 

        219,326千円   △59,406千円  159,920千円 

 

（内訳）                                         （外壁改修） 

 維持補修工事           122,936千円      △37,224千円     85,712千円 

                                                 （ＥＶ更新） 

新設改良工事                    79,731千円   △20,056千円   59,675千円 

 

建設事業関係委託料         16,659 千円   △2,126 千円     14,533 千円

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

            計    219,326千円   △59,406千円    159,920千円 

 

３．補正予算額 

△ ５９，４０６千円  （財源内訳）国庫支出金(1/2)  △２７，５０６千円 

                                   市  債       △２７，５００千円 

一般財源      △ ４，４００千円 

 

 

                                            

 

 

令和７年 11 月定例月議会 

市営住宅課 

補正予算書(２)P52～53   

市営住宅整備事業費 

西伊倉市営住宅① 西伊倉市営住宅② 

39



 

 

 

 

１．目的 

  消防施設の保全管理を適切に行い、既存施設の維持を図る。 

 

２．内容 

  令和７年度に工事を予定していた北消防署事務室増築工事の入札が不調に終わり、

令和７年度中の工期完了の見込みが立たない状況となった。 

このため、令和８年度に工期を延期するにあたり、債務負担行為を計上するととも

に、令和７年度当初予算措置済の消防庁舎等施設管理費の工事請負費について、減額

補正を行う。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【スケジュール（予定）】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

３．補正予算額 

△３１，８００千円      （財源内訳）市債    △２３，８００千円 

一般財源    △８，０００千円 

                      

４．債務負担行為（追加） 

   限度額 ３２，４００千円 

   期 間 令和７年度から令和８年度まで 

令和７年 11 月定例月議会 

消防本部総務課 

補正予算書(２)P13、52～53、65 

植込み部分に事務室を増築 

北消防署事務室増築工事費 

（庁舎等管理費） 

防災教育センター 

開 札
契 約
工 事

令和7年度 令和8年度
10月

区 分
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
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１．目的 

  消防サービスの提供及び効率的な運用を図るため、消防自動車、救急自動車

等の保全管理を行う。 

 

２．内容 

  南消防署南部分署における高規格救急自動車の事故（令和７年２月発生）及

び中消防署中央分署における消防自動車（水槽車）のエンジン故障（同年８月

発生）に係る修繕により、消防車両管理費の執行が、当初の見込みを上回るた

め、増額補正を行う。 

 

【高規格救急自動車及び消防自動車（水槽車）の修繕費用】  （単位：千円） 

車両区分 修繕費用 主な修繕内訳 

高規格救急自動車 4,400 
板金修理（左側スライドドア、バックドア）、 

ストレッチャー破損修理 

消防自動車 

（水槽車） 
7,000 エンジン載せ換え、ラジエター交換 

合  計 11,400  

 

３．補正予算額 

１１，４００千円    （財源内訳）その他特財  ４，４００千円 

                 （自動車車両損害賠償保険金） 

一般財源   ７，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年 11 月定例月議会 

消防本部総務課 

補正予算書(２)P52～53 

消防車両管理費 
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１．目的 

  水防倉庫を中心に保管する水防関連資材の維持管理を行う。 

 

 

２．内容 

令和７年９月12日からの大雨に伴う災害において住家等の緊急修理のため、本市が

保管・管理していたブルーシート及び土のう袋を使用したことから、必要数量の補充

を行う。 

 

【使用実績】ブルーシート ７枚 

土のう袋  1,058枚 

 

３．補正予算額  

２８４千円       （財源内訳）一般財源  ２８４千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和７年９月12日からの大雨における使用例（法面の保護）】 

 

    水防設備整備事業費 

令和７年 11 月定例月議会 

危機管理課 

補正予算書(２)P54～55 

災害対応 
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止水板等設置補助金 

 

 

 

 

１．目的 

  市民や事業者が主体的に行う浸水防止対策を支援し、被害の最小化を図る。 

 

２．内容 

  市民及び事業者が行う浸水対策を支援するため、止水板の設置工事、購入に要す

る経費の一部を補助する。 

  なお、工事の規模によっては、工事発注から完了までに期間を要するため、工事

にかかる補助金の一部を債務負担行為として計上する。 

 

 （１）補助制度の内容 

区分 内容 

補助対象者 四日市市内に所在する建物等の所有者または使用者 

対象経費 

・建物等に止水板を設置する工事及び関連工事 

（①工事、②小規模工事） 

・設置工事を要しない止水板の購入（③購入） 

補助率 対象経費の２分の１ 

補助上限額 500千円 

対象区域 市内全域 

事業開始 令和８年１月～ 

 

（２）止水板イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．補正予算額  

７，５００千円        （財源内訳）一般財源  ７，５００千円 

 

４．債務負担行為（追加） 

  限度額 ２，０００千円 

  期 間 令和７年度から令和８年度まで 

令和７年 11 月定例月議会 

危機管理課 

補正予算書(２)P13、54～55、65   

災害対応 

【①工事】 【②小規模工事】 【③購入】 
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１．目的 

令和７年９月 12 日からの大雨に伴う災害の影響により、市内中心部をはじめ甚

大な被害が発生したため、道路施設（道路法面など）の機能復旧を行う。 

 

２．内容 

対応 箇所数 主な地域 

道路法面復旧工 12 四郷地区・三重地区など 

道路側溝復旧工 ４ 橋北地区・保々地区など 

路面清掃作業 11 
四郷地区・常磐地区 

中部地区・日永地区など 

倒木撤去ほか 14 四郷地区・常磐地区など 

合計 41  

 

３．補正予算額 

４８，８００千円    （財源内訳）市  債 ２８，４００千円 

                   一般財源 ２０，４００千円 

 

   

 

          令和７年発生土木災害復旧単独事業費 

  （道路復旧） 

市管理道路(西日野町) 

令和７年 11 月定例月議会 

道路維持課 

補正予算書(２)P58～59   

松本 13 号線 

道路法面崩れ 倒木 

災害対応 
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令和７年 11 月定例月議会 

政策推進課 

補正予算書(２)P12、64 

知と交流の拠点施設整備事業費 

（新図書館等拠点施設整備） 

（債務負担行為） 
 

１．目的 

知識や情報、人に出会える滞在型図書館を核とし、市民の創造・交流活動の場とな

る多目的ホール、カフェ等を組み合わせた、「知」と「交流」の拠点施設の整備を進め

る。 

 

２．内容 

中心市街地の市役所北側民有地において、滞在型の「知」と「交流」の拠点施設整

備に向け、市民意見をいただきながら、建物の配置、間取り、外観、構造、設備など

の基本的な内容を図面としてとりまとめる基本設計を行う。 

基本設計に合わせて実施する市民ワークショップについては、スターアイランド跡

地での市民ワークショップ等でいただいた新図書館に関する市民意見に加えて、新た

に多目的ホールなど図書館以外の機能を中心に市民意見をいただき、多目的ホールや

ワークショップスペースなど交流機能の使い方等について、基本設計に反映していく。 

加えて、令和７年９月 12 日の記録的大雨を受けて、建物の基本設計に合わせて、拠

点施設からの雨水の流出抑制方策についても検討を行う。 

なお、令和８年度の基本設計完了に向けて、令和７年度から基本設計者の選定手続

きを行う必要があることから、債務負担行為を計上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建物配置のイメージ】 【フロア構成のイメージ】 

【駐車場】

銀行店舗

諏訪新道

三
滝
通
り

敷地面積：約3,700㎡

【知と交流の拠点施設】

出口
（想定）

入口
（想定）

児童・子育てエリア

一般図書エリア

自動
書庫

ワークショップスペース
（展示室等）

事務室・
仕分け室等

ボランティア
スペース7階

6階

5階

4階

3階

2階

1階

車路
・

車寄せ
・

駐輪場等

カフェ

総合
案内
・
情報
発信

交流スペース
（多目的ホール）

控室等

ティーンズエリア

談話
スペース

図書館
エント
ランス

地域・郷土エリア

文学・読みものエリア

ワークショップスペース
（会議室等）
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年度

年度

※各工程が最短で進んだ場合

R7(2025)年度 R8(2026)年度

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

想
定

〇用地測量業務
〇建物補償積算業務

○
供
用
開
始

R9(2027)年度 R10(2028)年度 R11(2029)年度

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

想
定

〇用地取得
〇建物補償 〇開館準備

※本体工事については、
国補助金の充当を見込む。

【4月】 【3月】【4月】 【3月】

〇本体工事

〇要求水準書作成等

〇確認書
による同意

〇地質調査

〇市⺠意見の聴取

〇実施設計

〇基本設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．債務負担行為（追加） 

・知と交流の拠点施設整備基本設計業務委託費 

   限度額 ２７１，０００千円  

   期 間 令和７年度から令和８年度まで 

 

４．スケジュール 

・各地権者等が、知と交流の拠点施設整備事業にご協力いただくに際し、「収用等の

課税の特例（5,000 万円控除等）」の適用に向け、三重県等の関係機関との協議を

進める。 

・この特例を適用するための協議には、「事業計画を示した各階平面図、立面図等」

が必要となることから、今後、基本設計を進め関係機関との協議が整った後に、

正式な買取申し出を行い、用地取得契約を結ぶこととなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※建物配置・フロア構成については、基本計画（平成 30 年策定）の想定規模を基に配置した

イメージであり、今後進める基本設計の中で内容を固める。 

※２階のワークショップスペース（展示室等）については、活動の規模に応じて間仕切りを

変更できる展示室のほか、多目的ホール（発表の場）と一体となった、音楽・ダンス・演劇

など様々な活動の練習の場を設けるものとしている。 

※６階のワークショップスペース（会議室等）については、知の拠点としてグループでの学

習等に利用できる研修室・学習室のほか、市民が企画する講座等の開催場所や準備段階で

のミーティングに利用できる、会議室等を設けるものとしている。 

※なお、ワークショップスペースの規模（面積）については、他の公共施設との使い分けや役

割分担を踏まえて、今後、基本設計を進める中で、基本計画の想定規模から見直しを検討

する。 

 

債務負担行為の対象 
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５．知と交流の拠点施設（新図書館等拠点施設）整備について 

（１）各地権者等との交渉状況 

・各地権者や建物所有者に対し、用地買収費や借地料、建物等補償費の概算金額を

示した上で、事業地内で対象となる９名の地権者等全員から事業協力の意向を

「確認書」としていただいた。 

・借地の意向が示されている一部土地（約 1,950 ㎡）については、定期借地ではな

く普通借地でお願いしており、当初設定する借地期間を 50 年以上、借地料につ

いては年額約 800 万円で協議を進め、了承をいただいている。 

・令和７年９月 12 日からの大雨に伴い、９月定例月議会での関係予算の撤回を受

けて、見直した事業スケジュールを地権者等全員に説明し、協力の意向に変わり

がないことを確認している。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）概算総事業費について 

・知と交流の拠点施設本体と駐車場については、図書館システムやサイネージ、家電

や消耗品等の備品購入費を除き、120 億円～150 億円の範囲で整備していく。 

・用地買収費については、５筆の合計約 1,750 ㎡で約 5.2 億円、建物等の補償費につ

いては、建物４棟の移転補償費と工作物の補償費等の合計で約 1.5 億円を見込んで

いる。 

 

 

 

 

 

・また、自動車文庫の拠点及び閉架書庫（利用者に電子で提供できる資料の原本等の

保管場所）については、別途、確保することとしており、整備として約 1.2 億円程

度、現図書館の除却費用 3.8 億円程度を見込んでいる。 

※近年では、工事費等が高騰しており、今後の動向については予測がつかない状況で

あるため、基本設計を進める中でコスト縮減を努めながら具体的に精査し、その時

点での建設物価等を反映していくものとする。 

※また、イオングループ様より、「イオングループ発祥の地とも言える、岡田屋呉服

店跡地に近接した場所で整備される施設のコンセプトに賛同し、地域の生涯学習、

文化の発展に貢献していきたい。」旨の意向を伺っており、知と交流の拠点施設の

整備にあたり、10 億円の寄附をいただけることとなっている。 

○概算総事業費については、建物整備費（120 億円～150 億円）に、用地買収費と建物

等補償費（約７億円）を合わせた 127 億円～157 億円で事業を進めていく。なお、

借地料については年額約 800 万円を見込んでいる。 

：事業範囲 （約 3,700 ㎡） 

：借地の意向の範囲 （約 1,950 ㎡） 

N

以下については、９月補正予算参考資料（第６号）（追加分） 

より再掲 ※下線部については今回追加 
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（３）多世代交流機能について 

①知と交流の拠点施設における導入機能 

  ・「新図書館のコンセプト」、「導入機能と規模」については、中心市街地拠点施設

整備基本計画（平成 30 年策定）でとりまとめた整備方針を踏まえるとともに、

駐車場を併設する。 

〇新図書館のコンセプト 

・ICT にも対応し、日常の居場所となる全世代を対象とした※滞在型図書館 

（※滞在型図書館：単なる図書の貸し借りの場ではなく、読書などで本を楽しみ、調

べものや生涯学習もできる、ゆとりある空間を持ち、また、新たな情報や人に出会

え、子どもから高齢者までの多世代が交流できる図書館。） 

〇機能配置のイメージ 

・「滞在型図書館機能」を核とし、「多世代交流機能」「情報発信・コミュニケー

ション機能」、「憩いの空間」が融和し、各機能間の相乗効果を高める施設を目

指すとともに、中心市街地にある市立博物館や市文化会館等との連携やすみ分

けを行う。 

 

 

 

 

〇導入機能と規模 

・現在の候補地（市役所北側民有地）における各機能の規模については、以下の

とおり想定している。 

 

  ⅰ）「滞在型図書館機能」               ： 6,800 ㎡ 

・一般成人エリア 

     ・子どもと子育てエリア 

     ・ティーンズエリア 

・資料・情報（郷土）エリア 

   ⅱ）「多世代交流機能」                ： 3,300 ㎡ 

・交流スペース（発表の場、イベントの場）：多目的ホール等 

・ワークショップスペース（練習の場）：会議室等 

   ⅲ）「情報発信・コミュニケーション機能」       ：  200 ㎡ 

     ・シティプロモーションスペース：地域情報等 

     ・市民団体の紹介スペース：活動発信等 

   ⅳ）「幅広い市民が気軽に立ち寄れる憩いの空間等」   ：  400 ㎡ 

     ・カフェスペース 

・休憩、談話スペース 

   〇 その他共用エリア等                ： 2,450 ㎡ 

合計                      ： 13,150 ㎡ 

 

   「併設駐車場」                    ： 200 台程度 

48



 

②交流スペース（多目的ホール等）について 

〇多目的ホールの位置付け 

・多目的ホールについては、平成 30 年の基本計画において、市民が企画する音

楽、ダンス、演劇、講演など様々な創造活動の発表などの場として位置付けてい

た。 

・スターアイランド跡地では、民間施設の共有や、構造等の制約からコストが過大

になることから、多目的ホールの整備は難しかった。 

・今回の候補地では、市単独での整備となるため、多目的ホールを整備することが

可能となり、総合計画の推進計画事業である小規模ホールとして整備していく。 

 〇総合計画に位置付けた小規模ホールについて 

・長年、文化活動団体や市政アンケートから、市民グループが利用しやすい規模の

ホールを望む声が寄せられており、市民の多様で活発な文化活動を促し、文化を

創造する環境づくりを推進するため、小規模ホールについては、音楽や演劇、舞

踊等の舞台公演に必要な音響等の舞台装置を備えた、市民グループが利用しやす

い規模で整備していく。 

・小規模ホールの整備によって、既存の四日市市文化会館第１ホール（約 1,800

席）、第２ホール（約 600 席）と、公演の規模に応じた施設の使い分けも可能と

なる。 

・拠点施設における多目的ホールを、総合計画に位置付けた「市民グループが利用

しやすい規模のホール」として活用できるよう、今後、機能面等の整理を行いな

がら検討を進めていく。 

 〇多目的ホール等で想定する規模 

・多目的ホールの想定規模については、現時点では下表のとおり想定しているが、

詳細については、今後予定している、多目的ホールなどの図書館機能以外を中心

とした市民ワークショップでの意見も取り入れながら、フレキシブルな使い方が

できるよう、基本設計を進めていく。 

機能 階数 スペースの活用例 想定規模 

交流スペース 

（多目的ホール等） 
１階 

○演劇・音楽コンサート
等で利用可能な劇場形
式での公演 

○平土間形式でのイベン
ト 

○総合受付、倉庫等 

・公演時には、200 人～300 人
程度の観客席、舞台を持つ
ホール（約 1,000 ㎡） 

・観客席を収納することで、
自由なレイアウトで使える
フラットなスペース 

・総合受付、倉庫等（約300㎡） 

〇多目的ホールの配置の考え方について 

・拠点施設全体のフロア構成の考え方として、令和５年度にスターアイランド跡地

を候補地として実施した市民ワークショップも踏まえ、「基本的には下から上に

向かって、動（賑やか）→静（穏やか）になっていく流れ」を踏襲することとし

ており、多くの人が集まり賑わいにつながる多目的ホールについては、１階に配

置することとしている。 

・加えて、災害等の非常時には大勢の観客の避難が発生することや、ホールの運営

上、開演時・閉演時に観客が集中することから、観客の安全確保や、図書館利用

者の移動に支障とならないよう、１階に多目的ホールを配置することが望ましい

ものと考える。 

・また、多目的ホールを上層階に配置する場合、資器材の搬出入のため、利用者が

移動するエレベーターとは別で、大型の荷捌き用エレベーターの設置が必要とな

り、コスト増加につながる。 
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③ワークショップスペース（会議室等）について 

〇会議室等の位置付け 

・平成 30 年の基本計画において、市民が企画する体験ワークショップや展示活動

に利用できる展示室、音楽、ダンス、演劇など様々な活動の練習室のほか、講座

やミーティング、グループでの読書や学習に利用できる会議室等を設置する方針

としていた。 

・現時点では、基本計画に位置付けた展示室や練習室、会議室等で活用できるスペ

ースの設置により、幅広い世代の交流を促すとともに、グループでの学習や作業

等の参加・体験を通じ、双方向の学びや創造の実現につなげることとしている。 

〇ワークショップスペースで想定する規模 

・ワークショップスペースの想定規模については、現時点では下表のとおり想定し

ているが、詳細については、今後予定している、図書館機能以外を中心とした市

民ワークショップでの意見も取り入れながら、フレキシブルな使い方ができるよ

う、基本設計を進める。 

機能 階数 スペースの活用例 想定規模 

ワークショップ 

スペース 

（会議室等） 

６階 
○会議室、教室、研修室、

学習室、実習室等 
・会議室等（約 1,300 ㎡） 

２階 
○展示室 
○演劇・音楽・ダンス等の

練習室 

・間仕切り変更可能な展示室 
（約 500 ㎡） 

・練習室（約 200 ㎡） 

〇ワークショップスペースの配置の考え方について 

・拠点施設全体のフロア構成の考え方に

ついては、令和５年度にスターアイラン

ド跡地を候補地として実施した市民ワー

クショップも踏まえ、「基本的には下か

ら上に向かって、動（賑やか）→静（穏

やか）になっていく流れ」を踏襲するこ

ととしている。 

・このため、２階のワークショップスペ

ースについては、多くの人が集まり主

催者と来場者が直接交流するような体

験型スペース、演劇・音楽・ダンス等

の練習スペースとして配置する方針と

している。 

・なお、展示室の間仕切りを変更可能と

することで、様々な用途に応じた活用

ができるよう、フレキシブルな使い方

についての検討を進める。 

・一方、６階のワークショップスペースについ

ては、市民活動の各種講座や打合せ、グルー

プワークなど、閉鎖的な空間での学習や作業

のスペースとして配置する方針としている。 

・また、これらのワークショップスペースについては、図書館部分のように本棚が

並ばないことから、地震や津波、洪水など災害の種別に応じ、災害から命を守る

ために緊急的に避難する「指定緊急避難場所」としての活用を前提に、基本設計

を進める。 

 

【フロア構成のイメージ】 

※フロア構成については、基本計画（平

成 30 年策定）の想定規模を基に配置

したイメージであり、今後進める基本

設計の中で内容を固める。 

児童・子育てエリア

一般図書エリア

自動
書庫

ワークショップスペース
（展示室等）

事務室・
仕分け室等

ボランティア
スペース7階

6階

5階

4階

3階

2階

1階

車路
・

車寄せ
・

駐輪場等

カフェ

総合
案内
・
情報
発信

交流スペース
（多目的ホール）

控室等

ティーンズエリア

談話
スペース

図書館
エント
ランス

地域・郷土エリア

文学・読みものエリア

ワークショップスペース
（会議室等）
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（４）市民ワークショップについて 

・令和５年度に行った市民ワークショップについては、下表のとおり図書館部分に

期待する機能や使い方等を主な検討内容として、高校生や子育て世代をはじめ、

対象者の区分ごとに２回ずつ合計６回開催し、延べ 104 人の方々から幅広いご意

見をいただき、基本設計に反映した。 

 

回 日付 対象者 主な検討内容 

１ 
令和５年 

７月 17 日(月・祝) 
一般 

・フロア構成（動線、吹抜けの有無、児童・子

育て・ティーンズの位置、学習室等） 

２ 
令和５年 

８月 10 日(木) 
高校生 

・フロア構成（動線、吹抜けの有無、児童・子

育て・ティーンズの位置、学習室等） 

・ティーンズエリアのあり方 

３ 
令和５年 

９月 12 日(火) 

子育て中

の人優先 

・フロア構成（動線、吹抜けの有無、児童・子

育て・ティーンズの位置、学習室等） 

・子育てエリアのあり方 

４ 
令和５年 

10 月 28 日(土) 

子育て中

の人優先 

・遊具等の必要性 

・フロアデザインの方向性 

５ 
令和５年 

10 月 28 日(土) 
高校生 

・学習スペースのあり方 

・ティーンズコーナーへの要望 

・フロアデザインの方向性 

６ 
令和５年 

11 月 23 日(木・祝) 
一般 

・フロアデザイン案に対する追加要望、見直し

要望等 

 

・今回の基本設計にあわせて実施する市民ワークショップについては、スターアイ

ランド跡地での市民ワークショップ等でいただいた新図書館に関する市民意見に

加えて、新たに多目的ホールなど図書館以外の機能を中心に市民意見をいただ

き、多目的ホールやワークショップスペースなど交流機能の使い方等について、

基本設計に反映していく。 
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１．目的 

 窓口業務支援システム「自治体窓口 DXSaaS」を導入し、「書かない」「回らない」

窓口を実現することにより、市民サービスの向上及び窓口業務の効率化を図る。 

 

２．内容 

〇本市の窓口業務の課題 

・ライフイベント（死亡、出生、引越しなど）に伴い、複数の手続きが必要となる

場合、申請者が複数の窓口を巡回する負担が生じている。 

・大半の手続きは、申請書の作成・審査・保管までを全て紙により行うため、事務

の非効率化が生じている。 

  

このため、令和８年 10 月に「書かない」「回らない」窓口としておくやみ窓口を

設置し、申請者の負担軽減を図るとともに、窓口業務のデジタル化を進めるため「自

治体窓口 DXSaaS」を導入する。 

 

〇自治体窓口 DXSaaS について 

デジタル庁が公募・採択したシステム（地方自治体職員と協力して作成した仕様

書を満たす複数のシステムがある。） 

 【必須機能（共通）】 

 ・手続きガイダンス機能 

・申請書作成機能 

・マイナンバーカードが利活用できる機能 

・他のシステムやサービスと連携ができる機能 

 

〔スケジュール〕 

令和7年度 令和8年度
1月 4月 7月 10月 1月

システム選定

・システム構築作業
・庁内運用の調整

・おくやみ窓口運用開始
・その他ライフイベントや手続への拡大検討

 

〇初期導入費（初期設定費、システム構築費、テスト・研修費）６１，３４０千円 

〇運用保守費（システム運用保守費、システム使用料、ガバメントクラウド利用料）   

９，３６０千円 

 

３．債務負担行為（追加） 

限度額 ７０，７００千円 

期 間 令和７年度から令和８年度まで 

窓口支援システム導入業務委託費 

（債務負担行為） 

令和７年 11 月定例月議会 
デジタル戦略課 
補正予算書(２)P12、64 
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１．目的 

  令和３年７月からサービス提供を行っている本市のＬＩＮＥ公式アカウントに

ついて、新システムへの切り替えにより、利用者の利便性の向上、運用保守にかか

る委託費の縮減を図る。 

 

２．内容 

  他自治体のＬＩＮＥの導入状況を参考に、新システム構築業者の選考を行う。 

 

〔利便性向上の事例〕 

 ・電子申請ページへ速やかに到達できる。 

 ・他市にて導入済のサービスが利用できる。 

（アンケート機能、道路や公共施設損傷、不法投棄についての市民通報機能） 

 

 

〔スケジュール〕 

令和7年度 令和8年度
1月 4月 7月 10月 1月

業者選定

新システム構築作業

新システムテスト
運用

データ移行 本格稼働

 

○初期導入費（新システム構築費、データ移行費等） ５，５００千円 

○運用保守費（システム運用保守費）        １，９８０千円 

 

 

３．債務負担行為（追加） 

限度額 ７，４８０千円 

期 間 令和７年度から令和８年度まで 

ＬＩＮＥ公式アカウント再構築業務委託費 

（債務負担行為） 

令和７年 11 月定例月議会 
デジタル戦略課 
補正予算書(２)P12、64 
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１．目的 

地区市民センター及び楠交流会館の機械警備業務委託について、複数年契約を行

うことで、施設管理業務の効率化と経費の削減を図る。 

 

２．内容 

夜間や休日における施設の安全確保を目的として、職員が不在となる時間帯につ

いて、機械警備業務を委託する。（ただし、火災は24時間警戒体制とする） 

 

警備箇所：24地区市民センター（事務室）、楠交流会館（事務室・図書室等） 

契約期間：令和８年４月１日～令和13年３月31日 

 

３．債務負担行為（追加） 

  限度額  １１，７８０千円 

  期 間  令和７年度から令和 12 年度まで 

 

令和７年 11 月定例月議会 

市民生活課 

補正予算書(２)P12、64 

地区市民センター及び楠交流会館機械警備業務委託費 

（債務負担行為） 
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１．目的 

市民協働の促進に必要な担い手の育成や、市民活動団体のネットワーク化を推進

するため、市民活動団体と市が連携し、対応すべき地域課題をテーマとして、課題

解決に向けた協働事業を実施する。 

 

２．内容 

毎年度、市がテーマを設定のうえ、市民活動団体から提案を募集し、公募型プロ

ポーザル方式により選定した団体と市双方の得意分野を生かした委託業務を実施

している。 

令和８年度は、従来の単年度での事業実施に加え、事業実施時間をより確保する

ため、新たに複数年度で取り組むことができる枠を創設するとともに、プロポーザ

ル審査を前年度より実施することから、債務負担行為を計上する。 

 

【単年度枠（従来）：各テーマ１団体】 

第３次市民協働促進計画の基本方針に基づくテーマを設定（予定） 

（１）新基本方針１：市民協働の入り口の拡大 

（２）新基本方針２：市民活動団体の活性化、持続可能な活動に向けた支援 

（３）新基本方針３：つながりの創出及びコーディネート機能の強化 

 

【複数年度枠（新設）：１団体】 

 上記（１）～（３）のテーマから１つ選択し、２年間実施 

 

・実施スケジュール（予定） 

   令和８年２月  プロポーザル参加団体募集 

       ３月  プロポーザル審査 

       ４月  採択団体と委託契約締結、事業開始 

 

３．債務負担行為（追加） 

限度額  ３，０００千円 

期 間  令和７年度から令和９年度まで 

テーマ型協働業務委託費 

（債務負担行為） 

令和７年 11 月定例月議会 

市民協働安全課 

補正予算書(２)Ｐ12、64 
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令和７年 11 月定例月議会 

文化課 

補正予算書(２)P12、64 

 

 

 

 

１．目的 

こどもたちが多様な体験プログラムを通じて得たクーポンプログラムにより、優れ

た文化芸術やスポーツに触れ、将来にわたって文化芸術やスポーツに親しむ風土を醸

成する。加えて、本市の文化芸術及びスポーツ振興を推進するとともに担い手の育成

につなげる。 

 

２．内容 

(１)こどもみらいクーポン事業について 

市内の小中学生を対象に、こどもたちが楽しみながら参加できる多様な体験プロ

グラムを提供し、体験等を通じて達成感やモチベーションを高め、文化芸術・スポー

ツ事業（クーポンプログラム）への参加意欲を駆り立てる事業を実施する。 

① 体験プログラム（指定管理者が実施する事業を含む。） 

こどもたちが楽しみながら参加できる多様な体験プログラム 

例） ・各種スポーツ教室への参加 ・郷土が誇る芸能大会の観覧 

・図書館や地区市民センター図書室の利用 ・博物館常設展示の見学 

② クーポンプログラム 

市（指定管理者を含む。）と本事業に賛同する民間事業者が提供する上質な文化

芸術・スポーツ事業の体験 

例） ・プロのスポーツ選手やアーティストとの交流（ワンポイントレッスン等） 

・優れた芸術鑑賞機会の提供（オーケストラ、バレエ、歌舞伎等） 

・文化会館第１ホールでスタインウエイのピアノ演奏体験 など 

 

(２)事業の実施方法 

体験プログラムの参加により付与される「ポイント」を集め、クーポンプログラ

ムに参加するための「こどもみらいクーポン」を取得する。 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

こどもみらいクーポン事業 

（債務負担行為） 

 

① 体験プログラムへの参加 ②クーポンプログラムの体験 

［第１段階］ ［第２段階］ 

ポイントを集めて 

「こどもみらいクーポン」を取得 
「こどもみらいクーポン」を使用 
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【ポイント付与とクーポン発行のしくみ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 体験プログラム（第１段階） 

各体験プログラムに参加し、体験毎に用意されたポイントをシステム内で集める。 

また、システムにアクセスするだけで、ポイントを取得できる仕組みを用意する

など、積極的な体験プログラムへの参加が難しいこどもも取り残さないようにする。 

 

② クーポンプログラム（第２段階） 

体験プログラムで集めたポイントは、システム内で提示されている「こどもみら

いクーポン」と交換できる。このほか、システム内のゲームやカスタマイズに使用

することもできる。 

（例：デイリーミッションゲーム、ホームメニューのカスタマイズなど） 

 

(３)債務負担行為の内容 

事業の開始に向け、市立小・中学校で貸与されている学習者用タブレット端末等に

運用可能な専用システムの導入が必要となる。このため、システム開発及び保守運用、

ポイント付与を行うための環境整備等を行う。 

令和７年度中に事業者の選定を行う必要があるため、令和７年度から令和８年度

までの債務負担行為を計上する。 

 

３．債務負担行為（追加） 

  ・こどもみらいクーポン管理システム等導入経費 

    限度額 ３５，４００千円 

    期 間 令和７年度から令和８年度まで 

 

 

ポイント付与 

の二次元コード 

を読み取り 

内訳 

令 和 ７ 年 度：     ０千円  

令 和 ８ 年 度：３５，４００千円 システムの開発及び保守運用等に係る経費 

※R9 以降は、システム等保守運用等に係る経費が必要 
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１．目的 

  四日市ドームにおいて、利用者等が安全・安心に施設を利用できるよう、総合

管理業務委託等を行い、市民の健康づくり、体力づくり及び競技力の向上を図る

場並びに多種多様なイベント開催の場を提供する。 

 

２．内容 

（１）四日市ドーム総合管理業務委託 

・清掃業務（日常清掃、定期清掃、特別清掃） 

・設備機器運転保守業務（空調設備運転、設備保守管理） 

・警備保安業務（監視用モニターによる監視、出入口の施錠等） 

・建物環境衛生管理業務（空気環境測定、ねずみ・害虫防除等） 

  

（２）四日市ドーム管理運営・教室運営業務委託 

   ・管理運営業務 

（利用者対応、備品利用説明、一般公開器具準備、利用後の施設点検等） 

・教室運営業務（教室の企画、生徒の募集、講師の確保・日程調整） 

 

 （３）四日市ドーム機械警備業務委託 

    ・機械警備業務（職員が不在となる夜間・休館日における施設の安全確保） 

  

 

３．債務負担行為（追加） 

 （１）四日市ドーム総合管理業務委託費 

 限度額 １０４，６００千円 

 期 間 令和７年度から令和９年度まで 

 

（２）四日市ドーム管理運営・教室運営業務委託費 

 限度額 ５２，９００千円 

 期 間 令和７年度から令和９年度まで 

 

（３）四日市ドーム機械警備業務委託費 

 限度額 １，９０６千円 

 期 間 令和７年度から令和９年度まで 

四日市ドーム管理運営費 

（債務負担行為） 

令和７年 11 月定例月議会 
スポーツ課 
補正予算書(２)P12、64 
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旧土地台帳等閲覧証明業務委託費 

（債務負担行為） 

 

１. 目的 

明治時代に作成された土地に関する資料を閲覧に供し、また、必要に応じて原本証明

を交付することにより、市民の利便性の向上を図る。 

 

２. 内容 

 当該資料は土地の所在が不明な場合等に、市民から委任を受けた土地家屋調査士や

市の職員等が、土地の登記に係る調査や課税の根拠資料として活用している。当該資

料の閲覧及び原本証明の業務について、令和８年度から３年間委託して実施する。  

 

 【閲覧及び原本証明を行う資料】    

旧土地台帳：明治時代に地租を課すために作成した台帳（正本：法務局、副本：市） 

旧土地台帳付属地図：旧土地台帳に記載の土地の形状や位置関係等をあらわした図面 

異動通知書：分筆図や合筆図を含む土地の異動通知 

官有地台帳：道路・水路等の官有地の情報を記載した台帳 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

３．債務負担行為（追加） 

  限度額 １８，５００千円 

  期 間 令和７年度から令和 10 年度まで 

令和７年 11 月定例月議会 

資産税課 

補正予算書(２)P12、64 

旧土地台帳付属地図 

        （談合図） 

旧土地台帳 
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１．目的 

多様な「居場所」づくりの担い手がつながるプラットフォームとして「つながり

の場」の活性化を図る。また、プラットフォーム等を活用して、福祉課題を抱える

地域住民に適切な社会資源をマッチングさせることで、社会とのつながりを作り、

福祉課題の解決や軽減を図る。 

 

２．内容 

  福祉課題を抱える地域住民に途切れのない支援を行う体制整備として、当該事業

を令和８年度から開始するにあたり、業者の選定や事前調整を令和７年度中に行う

ため、債務負担行為を計上する。 

 （１）事業内容 

① 属性や世代によらず参加できる「居場所」づくりを行う。 

② 地域住民、市民活動団体等の「居場所」づくりの担い手がつながるプラッ

トフォーム（居場所ネットワーク）を展開する。 

③ 重層的支援体制整備事業と連携し、福祉課題を抱える地域住民に対する支

援として、適切な社会資源とのマッチングを行う。 

④ 本事業に係る情報発信を行う。 

 

（２）委託契約期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

 

（３）委託業者選定方法 

 公募型プロポーザル方式 

 

３．債務負担行為（追加） 

限度額  ８，４００千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

 

 

 

 

令和７年 11 月定例月議会 

福祉総務課 

補正予算書(２)P12、64 

居場所のつながり推進事業業務委託費 

（債務負担行為） 
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１．目的 

保育士不足による待機児童を解消するとともに、安定的な保育サービスを提供す

るため、公立保育園・認定こども園に必要な保育士を確保する。 

 

２．内容 

公立保育園・認定こども園における保育士の人材確保については、これまで市がハ

ローワークなどを通じて、直接募集・任用を行ってきた。 

しかし、全国的に保育士が不足する中、より幅広く保育士の確保を図るため、令和

７年度より新たに保育士派遣業務委託を開始した。 

令和８年度も本市の保育士は、不足する見込みであることから、引き続き派遣保育

士を受け入れる必要がある。 

ついては、令和８年４月からの派遣契約を令和７年度中に締結するため、債務負担

行為を計上する。 

 

 ＜委託の概要＞ 

○対象施設：公立保育園、公立認定こども園 

 

○委託期間：令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

 

○予定人数：15名程度 

  

３．債務負担行為（追加） 

限度額 ７４，８６９千円 

期  間 令和７年度から令和８年度まで 

令和７年 11 月定例月議会 

保育幼稚園課 

補正予算書(２)P12、64 

保育士派遣業務委託費 

（債務負担行為） 
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１．目的 

   橋北交流会館の施設及びこれに付随する設備を健全な状態に保つとともに、施設

内の安全管理を図る。また、市民が施設を快適に利用できるよう管理運営する。 

 

２．内容 
 
（１）建築設備の運転保守管理業務 

・電気・空調・給排水衛生設備等の保守管理及び故障対応 
 

 （２）消防設備保守点検業務 

・消防法第 17 条３の３に基づく機器点検及び総合点検 

・消防法第８条２の２に基づく防火対象物定期点検 
 

 （３）警備保安業務 

・巡回監視 

・夜間、休日の来客受付 

・夜間、休日の電話対応業務 等 
 

 （４）清掃業務 

 ・日常清掃業務 

 ・定期清掃業務（床ワックス仕上げ、ガラス清掃等） 

 ・害虫駆除、植栽剪定除草業務 

 

３．債務負担行為（追加） 

  限度額  １５９，９００千円 

  期 間  令和７年度から令和 10 年度まで 

    

 

令和７年 11 月定例月議会 

こども未来課ほか 

補正予算書(２)Ｐ12、64 

橋北交流会館総合管理業務委託費 

（債務負担行為） 
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１．目的 

小学校の夏休み期間中に、保護者が安心してこどもを預けることのできる環境を

整備し、子育てと仕事の両立を応援する。 

 

２．内容 

保護者が就労等のため、夏休み期間に限って小学生のこどもを預けたいというニ

ーズの受け皿として、児童の預かり事業を時限的に実施する。また、本事業を実施

することで、既存の学童保育所のニーズ分散を行い、学童保育所における待機児童

の抑制を図る。 

（１）業務概要（案） 

  ・実施場所  富洲原小学校、橋北小学校、楠小学校 

  ・実施期間  令和８年７月21日(火)から８月31日(月)まで ※土日祝日を除く 

  ・実施時間  午前７時30分から午後６時30分まで 

  ・定員    各施設最大100名 

  ・対象児童  保護者が就労等により昼間家庭におらず、学童保育所に入所して

いない市内の小学生 

  ・利用者負担 児童１人当たり20,000円 

 

（２）スケジュール（案） 

   令和８年 ２月 プロポーザル審査会・委託業者の決定 

        ３月 業務委託契約 

７月～８月 各施設にて夏休み児童預かり事業実施 

           

３．債務負担行為（追加） 

  限度額 １７，７００千円   

  期 間 令和７年度から令和８年度まで 

 

 

令和７年 11 月定例月議会 
こども未来課 
補正予算書(２)P12、64 

夏休み児童預かり事業業務委託費    
（債務負担行為） 
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１．目的 

  学校や地域、民間団体等と連携しながら、多様なこどもの居場所づくりを進

め、こどもが様々な場所で、多くの人々と関わりながら、ウェルビーイングで成

長できる機会を創出する。 

 

２．内容 

 （１）多様なこどもの居場所づくり実証事業 

（小学生高学年（４～６年生）のための身近な居場所づくり） 

地区市民センター（２箇所）において小学生高学年の児童を対象とした学習

機会の提供をきっかけとして、地域や学校と連携し、放課後に児童が身近に行

くことができる居場所の創出を実証する。 

 

 （２）多様なこどもの居場所づくり実証事業 

（小中学生のための体験ができる居場所づくり） 

あさけプラザにおいて小中学生を対象とした多様な学びや体験ができる居場

所を創出し、こどもが自己肯定感や自己有用感を高め、ウェルビーイングで成

長できる機会の創出を実証する。 

 

３．債務負担行為（追加） 

  ・多様なこどもの居場所づくり実証事業 

（小学生高学年（４～６年生）のための身近な居場所づくり）業務委託費 

限度額  ６，１３０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

・多様なこどもの居場所づくり実証事業 

（小中学生のための体験ができる居場所づくり）業務委託費 

限度額  ８，５７０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

 

令和７年 11 月定例月議会 
こども未来課 
補正予算書(２)Ｐ12、64 

こどもの居場所づくり事業費 
（債務負担行為） 
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１．目的 

公立の保育所等において、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律

第９条第１項の規定に基づき、児童の受け入れを可能とするための体制を整備し、

地域生活支援の向上を図る。 

 

２．内容 

医療的ケア児を保育所等に受け入れるにあたり、必要な医療的ケアを訪問看護ステ

ーションに委託する。 

保護者の要望に早期に応えるため、令和８年度より体制が整った保育所等において

医療的ケア児の受け入れを実施するため、入札・契約を令和７年度中に行う必要があ

ることから、債務負担行為を計上する。 

 

 ＜委託の概要＞ 

○対象施設：公立保育園、公立認定こども園、公立幼稚園 

○委託期間：令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

○受入予定人数：６人 

 

（１）受入条件 

主治医により集団生活が可能であると判断されている（集団生活の場におい

ても状態が安定している）児童であること。 

（２）医療的ケアの内容 

①経管栄養（鼻腔・胃ろう・腸ろう） 

②吸引（口腔内・鼻腔内・気管切開部） 

③導尿 

④その他施設で対応可能な医療的ケア（血糖測定・インシュリン注射等） 

 

３．債務負担行為（追加） 

限度額 ２１，０９０千円 

期  間 令和７年度から令和８年度まで 
 

 

令和７年 11 月定例月議会 

保育幼稚園課 

補正予算書(２)P12、64 

保育所等医療的ケア児看護業務委託費 

（債務負担行為） 
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１．目的 

地球温暖化対策を推進し、エネルギーマネジメントが高度化されたまち「スマートシ

ティ」を構築するため、「創エネ」「蓄エネ」「省エネ」機能を有する設備や住宅の導入に

対して補助を実施する。 

 

２．内容 

当該補助金は、現年度に交付決定したもののうち、工事完了が翌年度となるものにつ

いては、債務負担行為の計上により、対応している。 

令和７年度は、申請件数の増加に伴い、令和８年度工事完了となる案件が増加する見

込みであることから、限度額を変更する。 

 

 

３．債務負担行為（変更） 

  限度額 変更前 ２８，０００千円 

      変更後 ３２，０００千円 

  期 間 令和７年度から令和８年度まで 

スマートシティ構築促進補助金 

（債務負担行為） 

令和７年 11 月定例月議会 

環境政策課 

補正予算書（２）P14、64 

令和６年度 令和７年度 令和８年度

【債務負担行為】
令和６年度に交付決定
令和７年度に事業完了
実績：28,060千円

令和６年度に交付決定
令和６年度中に事業完了
実績：107,130千円

【債務負担行為】
令和７年度に交付決定
令和８年度に事業完了
実績見込：32,000千円

令和７年度に交付決定
令和７年度中に事業完了
実績見込：約120,000千円

約12%

増加見込み

約12%

増加見込み
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１．目的 

   市民からの野犬等に関する通報や相談に対する迅速な対応を行い、人への危害

を防止するとともに、収容された動物について愛護精神に基づく適正な飼養管理

を行う。 

 

２．内容 

（１）狂犬病予防法に基づく業務 

・野犬等の捕獲、檻の設置と点検（餌補給） 

・巡回監視及び回収 

・動物捕獲車両の運行業務 

（２）動物の愛護及び管理に関する法律に基づく業務 

・負傷動物の保護、搬送 

・飼い犬・猫及び所有者の判明しない犬・猫の引取 

・犬猫の適正な飼養等、動物に関する電話対応、来庁者対応 

・電話等の相談に基づく現場確認、調査、助言 

・動物愛護教室の補助 

（３）その他業務 

・犬舎の管理清掃  

・収容動物の飼養管理及びしつけ 

 

３．債務負担行為（追加） 

限度額 ５３，９００千円     

期 間 令和７年度から令和 10 年度まで 

 

【参考】収容頭数等推移 

 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

令和７年度 

(10 月末時点) 

犬舎 収容頭数 124 81 59 19 

出動回数 572 508 456 316 

野犬等捕獲 依頼数 71 64 31 33 

負傷動物保護 依頼数 71 62 56 27 

適正飼養指導 依頼数 177 151 154 119 

 

令和７年 11 月定例月議会 

衛生指導課 

補正予算書(２)P12、64 

狂犬病予防法等業務委託費 

（債務負担行為） 
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１．目的 

四日市市地場産業振興センターの設備運転管理、警備保安、清掃業務等の総合管理

業務を委託することにより、施設を健全な状態に保つとともに、施設内の安全管理の

徹底を図る。 

 

２．内容 

（１）業務委託の主な内容 

①電気・空調・給排水衛生設備等建築設備の運転保守管理業務 

   ・電気・空調・給排水衛生設備等建築設備の操作及び点検・簡易な補修 

   ・環境測定 

  ②警備保安業務 

   ・巡回監視 

③清掃業務 

 ・日常清掃業務 

 ・定期清掃業務（床ワックス仕上げ、窓ガラス等清掃、害虫防除等） 

④貸館補助業務 

 ・室の開閉 

 ・備品の管理及び貸出 

 

（２）契約期間 

令和８年４月１日から令和８年９月30日まで 

※令和８年10月から改修工事予定 

 

３．債務負担行為（追加） 

限度額 ２０，５７０千円 

期 間 令和７年度から令和８年度まで 

 

地場産業振興センター総合管理業務委託費 

（債務負担行為） 

令和７年 11 月定例月議会 

商業労政課 

補正予算書(２)P12、64   
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１．目的 

四日市市地場産業振興センターの機械警備業務を委託することにより、施設の安全

を確保する。 

 

 

２．内容 

夜間や休日における施設の安全確保を目的として、職員が不在となる時間帯につい 

て、機械警備業務を委託する。 

 

【契約期間】 

令和８年４月１日から令和10年３月31日まで 

※令和８年10月から予定している改修工事期間中は機械警備を停止する 

 

 

３．債務負担行為（追加） 

限度額 ６３０千円 

期 間 令和７年度から令和９年度まで 

 

 

 

地場産業振興センター機械警備業務委託費 

（債務負担行為） 

令和７年 11 月定例月議会 

商業労政課 

補正予算書(２)P12、64   
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１．目的 

近鉄四日市駅・JR 四日市駅周辺において、駅前広場等も含めた中央通りの再編によ

り、中心市街地の活性化や交通機能の向上を図る。 

 

２．内容 

令和７年 10 月に中央通りの近鉄四日市駅から国道１号の区間における車道が南側へ

集約され、国において順次、バスターミナル本体部分の整備が進められることとなった。 

こうしたことから、同区域における国と市の役割分担に基づき、市が分担する工事の

うち、駅前テラスデッキのエレベーター工事と地下駐車場へのエレベーターや階段工事

について債務負担行為を計上する。 

 

〔国と市の役割分担〕 

国）バスタ内の移動施設(エレベーター・階段)等、バスターミナルの機能に係る部分

の整備 

  市）市道との移動施設(エレベーター・階段)や自転車道、植栽等及び車道振替に伴い

移設が必要となった地下駐車場との連絡施設に係る部分の整備 

 

 

３．債務負担行為（追加） 

・中央通り再編工事費（バスターミナル区域） 

限度額 ６４８，０００千円 

  期 間 令和７年度から令和９年度まで 

 

 

 

中央通り再編事業 

（債務負担行為） 

令和７年 11 月定例月議会 

市街地整備課 

補正予算書(２)P13、65 
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１．目的 

教育基本法第 17 条第２項に基づき、国の第４次教育振興計画を参酌し、本市の教育

振興施策に関する基本的な計画として、本市の実情に応じた「第５次四日市市学校教育

ビジョン（以下、ビジョン）」を策定する。 

計画期間：令和９年度（2027 年度）から５年間 

 

 

２．内容 

ビジョン実現のために展開する各教育施策の効果や実効性を高めるため、以下の業

務を委託する。 

（１）当事者（こども・教職員）や市民（地域・家庭を含む）に対する幅広い意見聴取 

・学校でのワークショップの企画運営支援 

・市民シンポジウムの企画運営支援（パブリックコメントに合わせて開催） 

（２）ビジョン案の作成支援 

・調査データ、聴取した意見、指標等の整理に対する支援 

（３）ビジョンに親しみが持てる情報発信 

・わかりやすい図やデザインの原案作成（ビジョン本冊や概要版等に使用） 

 

 〇スケジュール 

令和７年度 令和８年度 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

                 

 

 

３．債務負担行為（追加）  

   限度額 ９，７００千円  

     期 間 令和７年度から令和８年度まで 

第５次四日市市学校教育ビジョン策定支援業務委託費 

（債務負担行為） 

令和７年 11 月定例月議会 

教育総務課 

補正予算書（２）Ｐ13、65 

アンケート調査や全国学

力学習状況調査等の分析 
こどもの意見聴取、市民意見聴取、ビジョン策定 

（委託業者と連携） 
プロポーザル 

業者選定 
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１．目的 

  学校図書館教育担当教員等と連携した児童生徒の日常の読書活動、家庭読書等を推進

し、学校図書館の活性化及び児童生徒の読書活動の充実を図る。 

  また、学校図書館を活用した授業支援の更なる充実を図り、児童生徒が主体的・探究

的に取り組む問題解決能力、読解力、表現力を育成する。 

 

 

２．内容 

  全小中学校に、専門知識を持つ司書を学校規模に応じた日数で派遣し、学校図書館に

関する業務を委託する。 

 

（１）読書センター機能の充実（カウンター業務、資料整備業務、館内整備業務等） 

（２）家庭読書支援（家庭向け啓発資料作成、「おすすめの本」紹介等） 

（３）学習情報センター機能充実 

（ブックトーク、読み聞かせ、調べ学習補助、電子図書等の活用推進支援等） 

（４）読書活動と関連させた表現活動等の支援（１分間コメント、ビブリオバトル支援等） 

 

 

３．債務負担行為（追加） 

限度額 １７０，２００千円 

期 間 令和７年度から令和 10 年度まで 

学校図書館業務委託費 

（債務負担行為） 

令和７年 11 月定例月議会 

教育推進課 

補正予算書（２）P13、65 
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１．目的 

全ての児童に対して水泳に係る学びの機会を保障し、持続可能な学校の水泳指導を

実現するため、民間プール施設を活用した水泳指導を行い、命を守る安全教育として

の役割を果たす。 

 

２．内容 

民間プール施設を活用した水泳指導に関する業務を委託する。 

 ・ 学習指導要領の内容及び当該校の年間指導計画を踏まえた水泳指導 

・ 当該校と水泳施設間の児童の送迎に係るバスの運行及び点検 

・ 水の事故予防に係る指導 

 

（１）実施方法 

・ ２時限（90分+休み時間）を１回（バスでの送迎に要する時間を含む）。 

・ 実技に係る時間は１回45分。 

・ 各クラス年間３回ずつ実施。 

 

【実施イメージ】 

 

  

 

 

 

 

 

（２）実施校 

令和８年度は全小学校（37校）、全クラスで実施 

新規16校 

浜田小学校、 羽津小学校、 海蔵小学校、 富田小学校 

四郷小学校、 小山田小学校、川島小学校、 三重小学校 

下野小学校、 保々小学校、 大谷台小学校、三重北小学校 

内部東小学校、中央小学校、 笹川小学校、 楠小学校 

  

３．債務負担行為（追加） 

限度額 １７４，４００千円  

期 間 令和７年度から令和８年度まで 

民間プール施設を活用した水泳指導業務委託費 

(債務負担行為) 

ＳＡＩＭＵ 

令和７年 11 月定例月議会 

教育推進課 

補正予算書（２）P13、65   
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１．目的 

四日市市登校サポートセンターにおいて、児童生徒・保護者及び職員が相談や活

動を行うことのできる清潔で快適な環境を保つ。 

 

２．内容 

四日市市登校サポートセンターの清掃業務を委託する。 

 

  （１）日常清掃業務 

   ・玄関、廊下、階段、トイレについて、粉塵の清掃及び清掃により生じた廃

棄物の回収処理、トイレ消耗品補充を行う。（原則週２日（月８回）） 

   ・職員室以外の部屋の塵芥除去を行う。（随時） 

  

  （２）定期清掃業務 

   ・１階から３階の各部屋、廊下、階段について、塵芥を除去し、洗浄後、ワッ

クス仕上げを行う。（学期ごとに年３回） 

  

  （３）その他清掃 

   ・窓ガラス、換気扇、照明器具、空調機フィルター、害虫駆除、和室清掃を行

う。（年１回から２回） 

   

 

３．債務負担行為（追加） 

   限度額 ７，０１０千円 

   期 間 令和７年度から令和 10 年度まで 

 

 

登校サポートセンター清掃業務委託費 

（債務負担行為） 

令和７年 11 月定例月議会 

育ち支援課 

補正予算書（２）P13、65 
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１．目的 

ＩＣＴを活用した教育環境を整備するため、小中学校で使用する可動式プロジェク

タセットを更新する。 

 

 

２．内容  

   小中学校のプロジェクタについては、平成 29 年から令和３年にかけて普通教室及び

特別支援学級の全室、体育館など特別教室の一部に順次導入してきた。 

特別支援学級及び特別教室で使用している現行機器が、令和７年度末でリース期限

を迎えるため、リースの更新を行う。 

また、これまで配備していなかった特別教室等について、新たに可動式プロジェクタ

セットを導入する。 

リース内容：プロジェクタ、スクリーン、教材提示装置 

 

 

３．債務負担行為（追加） 

   限度額 ２８９，５７０千円  

     期 間 令和７年度から令和 12 年度まで 

 

 

【参考】プロジェクタセットのイメージ 

可動式プロジェクタセットリース及び導入業務委託費 

（債務負担行為） 

令和７年 11 月定例月議会 

教育推進課 

補正予算書（２）Ｐ13、65 

可動式プロジェクタ 

 

スクリーン 教材提示装置 
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１．目的 

学校給食に係る食材の調達業務等を委託し、安全で安定的な学校給食の提供を行う。 

 

２．内容 

学校給食用食材の調達について、公益財団法人四日市市学校給食協会に委託する。 

食材調達開始は、提供の２か月前から準備作業が生じるため、債務負担行為を計上

する。 

なお、給食用食材は、最大32％の価格上昇が見込まれるが、保護者負担増加につな

がらないよう、価格上昇部分は公費で負担とする。 

 

３．債務負担行為（追加） 

限度額 １，６７２，２００千円 

期 間 令和７年度から令和８年度まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校給食用食材調達等業務委託費 

（債務負担行為） 

令和７年 11 月定例月議会 

学校教育課 

補正予算書（２）P13、65 

〇給食用食材にかかる経費 

・納品実績に基づく給食用食材の実費 

１，６４５，３０３千円 小学校費 １，０４７，１４７千円  

中学校費   ５９８，１５６千円 

うち価格上昇分 ３８９，５２３千円  小学校費    ２４８，３５２千円 

                                      中学校費     １４１，１７１千円 

     

〇給食用食材調達にかかる経費        

・良質で安全な給食用物資を安価に安定して供給するため、給食用 

物資の選定、発注、支払、納入業者への指導、食育指導などを行う 

２６，８９７千円 小学校費      １７，９３１千円 

                              中学校費         ８，９６６千円 
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第３表　債務負担行為補正について

No 件　　　　　　　　　　　　　名 　積算額　（円） 所　　属

1 楠交流会館定期清掃業務委託 1,210,000 市民生活課

2 楠交流会館ほか２施設日常清掃業務委託 1,032,000 市民生活課

3 市庁舎空調用冷温水発生機保守点検業務委託 1,060,000 資産マネジメント課

4 市庁舎（北館を含む）及び総合会館自動ドア保守点検業務委託 880,000 資産マネジメント課

5 総合会館空調設備機器保守点検業務委託 980,000 資産マネジメント課

6 22地区市民センター定期清掃業務委託 8,060,000 市民生活課

7 楠地区市民センター日常清掃業務委託 959,000 市民生活課

8 中部地区市民センター清掃業務委託 5,720,000 市民生活課

9 中部地区市民センター管理業務委託 4,430,000 市民生活課

10 あさけプラザ冷暖房機器保守点検業務委託 1,210,000 あさけプラザ

11 なやプラザ管理業務委託 5,790,000 市民協働安全課

12 なやプラザ定期清掃業務委託 760,000 市民協働安全課

13 なやプラザ日常清掃業務委託 1,582,000 市民協働安全課

14 四日市ドーム自家用電気工作物保安管理業務委託 2,510,000 スポーツ課

15 四日市ドーム空調設備機器保守点検業務委託 5,080,000 スポーツ課

16
レジスター保守点検（地区市民センター・市民窓口サービスセンター・市民課）業務
委託

1,001,000 市民課

17 楠保健福祉センター空調設備保守点検業務委託 770,000 福祉総務課

18 橋北交流会館ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 960,000 こども未来課

19
三重北勢健康増進センター及び塩浜子育て支援センター・塩浜児童館設備運転管
理業務委託

36,200,000 健康づくり課・こども未来課

20
三重北勢健康増進センター及び塩浜子育て支援センター・塩浜児童館清掃業務委
託

23,100,000 健康づくり課・こども未来課

21 大気汚染常時監視機器等保守点検業務委託 39,200,000 環境政策課

22 市営霊園除草及び清掃等業務委託 2,653,000 生活環境課

23 北部埋立処分場浸出水処理施設管理業務委託 12,600,000 環境事業課

24 南部埋立処分場カラストラップ保守管理業務委託 2,750,000 環境事業課

25 食品衛生検査所清掃業務委託 2,660,000 食品衛生検査所

26 保健所衛生検査施設清掃業務委託 2,120,000 食品衛生検査所

27 楠町排水機場及び開栄樋門ほか２樋門保守点検業務委託 11,030,000 農水振興課

28 地場産業振興センター空調用冷温水発生機保守点検業務委託 910,000 商業労政課

29 地場産業振興センター消防用設備保守点検等業務委託 450,000 商業労政課

30 駅前公衆便所清掃等業務委託（近鉄四日市駅、塩浜駅） 1,429,000 道路管理課

31 側溝等清掃業務委託 31,700,000 道路維持課

32 地下ポンプ場設備保守点検業務委託 3,600,000 道路維持課

33 自転車等駐車場管理清掃業務委託 18,800,000 道路管理課

34 都市公園等施設管理業務委託 220,600,000 公園緑政課

35 図書館空調機器保守点検業務委託 4,100,000 図書館

36 博物館消防設備保守点検業務委託 1,120,000 博物館

37 博物館自家用電気工作物保安管理業務委託 830,000 博物館

459,846,000

459,846限度額（千円）

○施設保守管理委託等に要する経費

合　　　　　　　　　　　　　　　計

令和７年11月定例月議会
財政課
補正予算書（２）P13、65
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○施設保守管理委託等に要する経費 

 

【楠交流会館定期清掃業務委託】 [市民生活課] 

１．事業概要 

楠交流会館の快適な利用に資するため、事務所等の床面定期清掃（年４回）、図

書室及び調理室の床面定期清掃（年 12 回）、貸館用会議室の床面定期清掃（年３回）、

大集会室の床面定期清掃（年２回）、外部に面した窓の外側清掃（年２回）の作業

を実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  １，２１０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【楠交流会館ほか２施設日常清掃業務委託】            [市民生活課] 

１．事業概要 

楠交流会館、楠防災会館、楠避難会館の快適な利用に資するため、屋内廊下、ロ

ビー、トイレ、貸室及び駐車場の日常清掃の作業を実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  １，０３２千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【市庁舎空調用冷温水発生機保守点検業務委託】     [資産マネジメント課] 

１．事業概要 

市庁舎の空調用冷温水発生機の機能を維持するため、市庁舎地下２階に設置の冷

温水発生機本体（２台）及び制御装置に対して、点検、調整、塵埃除去等の保守作

業を年１回実施する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  １，０６０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【市庁舎（北館を含む）及び総合会館自動ドア保守点検業務委託】 

      [資産マネジメント課] 

１．事業概要 

市庁舎及び総合会館の自動ドアを常に良好な運転状態に保ち、その性能を保持す

るため、市庁舎及び総合会館に設置の自動ドア（28 台）に対して、点検、清掃、調

整等の保守作業を年２回実施する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ８８０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

令和７年 11 月定例月議会 

補正予算書（２）P13、65 
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【総合会館空調設備機器保守点検業務委託】       [資産マネジメント課] 

１．事業概要 

総合会館の空調設備機器の機能を維持するため、チラーユニット（10 台）その

他付属する全ての補助機器に対して、点検、清掃、調整等の保守作業を年４回実

施する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ９８０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【22 地区市民センター定期清掃業務委託】         [市民生活課] 

１．事業概要 

中部、楠を除く 22 地区市民センターの快適な利用に資するため、会議室等の床

面定期清掃（年６回）、外部に面した窓の外側清掃（年２回）の作業を実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ８，０６０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【楠地区市民センター日常清掃業務委託】      [市民生活課] 

１．事業概要 

楠地区市民センターの快適な利用に資するため、屋内廊下、ロビー、トイレ、貸

室、屋外の日常清掃の作業を実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ９５９千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【中部地区市民センター清掃業務委託】          [市民生活課] 

１．事業概要 

中部地区市民センターの快適な利用に資するため、日常清掃（開館日）、床面ワ

ックス仕上げ（年６回）及び窓・換気設備・貯水槽清掃（年１回）の定期清掃、館

内消毒（年１回）の作業を実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ５，７２０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【中部地区市民センター管理業務委託】          [市民生活課] 

１．事業概要 

中部地区市民センターの平日夜間及び休日における巡回監視、開錠及び施錠、外

部電話の応対・取次等の管理業務を実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ４，４３０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 
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【あさけプラザ冷暖房機器保守点検業務委託】 [あさけプラザ] 

１．事業概要 

あさけプラザの快適な利用に資するため、冷暖房機器の冷暖房切替及び切替時点

検を２回、冷暖房期間中の中間点検を２回、計４回の専門的点検及び年間保守作業

(緊急時の対応等)を実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  １，２１０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【なやプラザ管理業務委託】 [市民協働安全課] 

１．事業概要 

夜間における来館者の利用に資するため、開館日の午後５時から午後 10 時 15 分

までにおける巡回業務、来館者・電話の応対、申請書の受付、使用料収受等の管理

業務を委託する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ５，７９０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【なやプラザ定期清掃業務委託】 [市民協働安全課] 

１．事業概要 

施設の環境美化に向けて、床面洗浄（年 12 回）、トイレ清掃（年 12 回）、床面ワ

ックスがけ（年４回）、外面ガラス清掃（年２回）、エアコンフィルター清掃（年２

回）を委託する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ７６０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【なやプラザ日常清掃業務委託】 [市民協働安全課] 

１．事業概要 

来館者の快適な利用に資するため、週４日床面清掃、トイレ・手洗い場清掃、玄 

関清掃、衛生消耗品の補充等の日常清掃を委託する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  １，５８２千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 
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【四日市ドーム自家用電気工作物保安管理業務委託】 [スポーツ課] 

１．事業概要 

電気事業法に基づく法定点検を行うため、四日市ドーム及びドームから送電する

霞ケ浦緑地運動施設（四日市テニスセンター、霞ケ浦第１野球場、霞ケ浦第２野球

場、霞ケ浦第３野球場及び霞ケ浦体育館）の自家用電気工作物（受変電設備、非常

用発電設備）の保安管理業務（年次・月次・臨時点検）を委託する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ２，５１０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【四日市ドーム空調設備機器保守点検業務委託】           [スポーツ課] 

１．事業概要 

四日市ドームのアリーナ、並びに、練習室をはじめとする諸室の空調設備機器（吸

収式冷温水機、空冷ヒートポンプマルチエアコン等）を適切に管理・維持するため、

保守点検業務（冷暖房使用前及び使用期間中の機器点検、調整・清掃等）を委託す

る。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ５，０８０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【レジスター保守点検（地区市民センター・市民窓口サービスセンター・市民課）業務

委託】  [市民課] 

１．事業概要 

機器の正常動作を確保し、窓口業務を円滑に運用するため、レジスター（地区市

民センター23 台、市民窓口サービスセンター１台、市民課２台）の保守点検業務（年

２回の定期保守、緊急修理作業及び設定変更作業）を実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  １，００１千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【楠保健福祉センター空調設備保守点検業務委託】 [福祉総務課] 

１．事業概要 

楠保健福祉センターの快適な利用に資するため、空調機器の保守点検業務（冷暖

房使用前の機器点検、調整等）を実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ７７０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 
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【橋北交流会館ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託】 [こども未来課] 

１．事業概要 

橋北交流会館の空調設備機器の機能を維持するため、ガスヒートポンプエアコン

（14 台）について、年間保守作業及び年１回の法定点検を実施する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ９６０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【三重北勢健康増進センター及び塩浜子育て支援センター・塩浜児童館設備運転管理業

務委託】    [健康づくり課・こども未来課] 

１．事業概要 

三重北勢健康増進センター及び塩浜子育て支援センター・塩浜児童館の来館者に

対して快適な環境を提供し、利用者サービスの向上を図るため、建物や設備の運転

及び保守点検等の設備運転管理業務を行う。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ３６，２００千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【三重北勢健康増進センター及び塩浜子育て支援センター・塩浜児童館清掃業務委託】          

 [健康づくり課・こども未来課] 

１．事業概要 

三重北勢健康増進センター及び塩浜子育て支援センター・塩浜児童館の快適な利

用に資するため、日常清掃（開館日）、床面、窓等の定期清掃を行う。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ２３，１００千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【大気汚染常時監視機器等保守点検業務委託】        [環境政策課] 

１．事業概要 

市内の大気汚染の状況を迅速かつ継続的に把握するため、市内８か所に設置して

いる大気常時監視測定局の監視機器の保守点検を実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ３９，２００千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【市営霊園除草及び清掃等業務委託】 [生活環境課] 

１．事業概要 

富洲原霊園、塩浜霊園の除草及び清掃と富洲原霊園、富田霊園、塩浜霊園の霊園

内にある公衆便所の清掃及び維持管理を委託し、市営霊園としての美観を維持向上

させ、墓参者の利便に資するための維持管理を行う。 
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２．債務負担行為（追加）  

限度額  ２，６５３千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【北部埋立処分場浸出水処理施設管理業務委託】 [環境事業課] 

１．事業概要 

旧北部埋立処分場の浸出水を処理するために設置した施設の運転管理、保守点検

及び水質管理業務を行う。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  １２，６００千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【南部埋立処分場カラストラップ保守管理業務委託】 [環境事業課] 

１．事業概要 

南部埋立処分場周辺におけるごみの散乱などの被害を抑制するため、カラスの捕

獲、処分を目的として場内に設置しているカラストラップ２台の保守管理を行う。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ２，７５０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【食品衛生検査所清掃業務委託】 [食品衛生検査所] 

１．事業概要 

食品衛生検査所を常に清潔な状態に保つため、週３回の日常清掃業務と年に１回

の特別清掃業務を行う。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ２，６６０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【保健所衛生検査施設清掃業務委託】 [食品衛生検査所] 

１．事業概要 

保健所衛生検査施設を常に清潔な状態に保つため、週２回の日常清掃業務と年に

１回の特別清掃業務を行う。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ２，１２０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 
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【楠町排水機場及び開栄樋門ほか２樋門保守点検業務委託】 [農水振興課] 

１．事業概要 

楠町内の雨水浸水対策施設である楠町排水機場の保守点検（毎週１回）を行うと

ともに、大雨注意報等が発表された時には、排水機場で待機し、水位上昇を監視、

ポンプを効率的に運転し排水を行う。 

また、開栄樋門ほか２樋門の保守点検（年６回）、大雨警報等の発令時に施設の

管理を行う。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  １１，０３０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【地場産業振興センター空調用冷温水発生機保守点検業務委託】   [商業労政課] 

１．事業概要 

四日市市地場産業振興センターの空調用冷温水発生機の機能を維持するため、施

設に設置されている冷温水発生機本体及び制御装置に対して、点検、調整、塵埃除

去等の保守作業を年２回実施する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ９１０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【地場産業振興センター消防用設備保守点検等業務委託】 [商業労政課] 

１．事業概要 

四日市市地場産業振興センターについて、消防法に基づく防火対象物に対する年

１回の点検及び消防用設備に対する年１回の点検並びに保守を実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ４５０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【駅前公衆便所清掃等業務委託（近鉄四日市駅、塩浜駅）】  [道路管理課] 

１．事業概要 

塩浜駅前公衆便所及び近鉄四日市駅前公衆便所を清潔に保ち、消耗品の補充、交換

を行う。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  １，４２９千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【側溝等清掃業務委託】    [道路維持課] 

１．事業概要 

市内一円の側溝等に堆積する土砂・落葉の清掃業務を行い、側溝等の機能維持を

図る。 
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２．債務負担行為（追加）  

限度額  ３１，７００千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【地下ポンプ場設備保守点検業務委託】 [道路維持課] 

１．事業概要 

台風等の大雨時の道路冠水被害を未然に防ぐため、アンダーパス等に設置された

市内 13 箇所（河原田町、市場町等）における地下ポンプ場設備の計画的な保守点

検を行い、排水機能維持を図る。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ３，６００千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【自転車等駐車場管理清掃業務委託】  [道路管理課] 

１．事業概要 

市内の 31 駅の周辺にある自転車等駐車場において、自転車等の整理や清掃を行

う。 

   主な実施駅 

     ・近鉄富田駅  ・阿倉川駅   ・塩浜駅  

・中川原駅   ・伊勢松本駅  ・四日市駅（ＪＲ） 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  １８，８００千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【都市公園等施設管理業務委託】       [公園緑政課] 

１．事業概要 

総合公園である南部丘陵公園や三滝公園、近隣公園である諏訪公園や鵜の森公園、

街区公園など、市内の５１６箇所の公園や緑地及び中心市街地における街路の適正

な維持管理のため、除草、樹木の剪定、公園施設の維持管理、清掃等の管理業務を

委託する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ２２０，６００千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【図書館空調機器保守点検業務委託】 [図書館] 

１．事業概要 

図書館内の環境を快適に維持するため、空調機器の保守点検業務（冷暖房使用前

及び使用期間中の機器点検、調整・清掃等）を実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ４，１００千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 
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【博物館消防設備保守点検業務委託】  [博物館] 

１．事業概要 

消防法に基づく法定点検を行うため、四日市市立博物館に設置されている消防設

備（消火器具、屋内消火栓・連結送水管設備、ハロン消火設備、自動火災報知設備、

非常警報・放送設備、避難器具、誘導灯、防排煙設備、連結散水設備、非常電源設

備、防火扉・シャッター設備）の保守点検業務（年２回）を実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  １，１２０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【博物館自家用電気工作物保安管理業務委託】  [博物館] 

１．事業概要 

電気事業法に基づく法定点検を行うため、四日市市立博物館の自家用電気工作物

（受電設備、非常用予備発電）の月次保守点検（年 11 回）及び年次保守点検（年

１回）の保安管理業務を実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ８３０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 
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No 件　　　　　　　　　　　　　名 　積算額　（円） 所　　属

1 よっかいち市議会だより印刷業務委託 18,575,000 議事課

2 広報よっかいち作成業務委託 123,300,000 広報マーケティング課

3 外国語（ポルトガル語）版広報作成業務委託 1,630,000 広報マーケティング課

4 コミュニティＦＭ市政情報提供番組制作・放送業務委託 1,640,000 広報マーケティング課

5 旧笹川西小学校跡地管理業務委託 1,638,000 資産マネジメント課

6 令和７年度税制改正対応システム改修業務委託 14,880,000 デジタル戦略課

7 モバイル端末機による遠隔通訳サービス業務委託（本庁分） 1,940,000 市民生活課

8 モバイル端末機による遠隔通訳サービス業務委託（センター等配置分） 580,000 市民生活課

9 外国人市民向け生活オリエンテーション事業業務委託 3,940,000 市民生活課

10 日本語学習支援体制づくり事業業務委託 9,170,000 市民生活課

11 多言語電話通訳サービス業務委託 1,970,000 市民生活課

12 働く女性、働きたい女性のための相談事業業務委託 1,250,000 男女共同参画課

13 シングルマザー等のための家計相談事業業務委託 800,000 男女共同参画課

14 男女共同参画センター夜間開館管理運営業務委託 1,930,000 男女共同参画課

15 市民大学企画運営業務委託 2,320,000 市民生活課

16 固定資産評価総合支援業務委託 2,810,000 資産税課

17 マイナンバーカードに係るコールセンター運営及び出張申請サポート業務委託 54,600,000 市民課

18 民生委員・児童委員の日パネル展開催業務委託 740,000 福祉総務課

19 子ども学習支援事業業務委託 12,070,000 保護課

20 支援対象児童等見守り強化事業業務委託 15,000,000 こども家庭センター

21 子育て世帯訪問支援事業業務委託 4,200,000 こども家庭センター

22 保育園等使用済み紙おむつ回収業務委託 15,100,000 保育幼稚園課

23 保育園等グリーストラップ清掃及び汚泥処理業務委託 4,750,000 保育幼稚園課

24 保育園等廃プラ等産業廃棄物処理業務委託 1,270,000 保育幼稚園課

25 四日市マリッジサポート事業業務委託 8,000,000 こども未来課

26 生活保護診療報酬明細書内容点検・分析業務委託 2,140,000 保護課

27 応急診療所管理運営業務委託 7,060,000 保健企画課

28 個別がん検診受診券等作成、封入・封緘業務委託 8,190,000 健康づくり課

29 「検診のお知らせ」印刷等業務委託 2,000,000 健康づくり課

30 個別（医療機関実施）検診等事務処理業務委託 16,700,000 健康づくり課

31 予防接種事業に係る電話相談対応業務委託 6,790,000 健康づくり課

32 四日市公害と環境未来館特別展展示造作業務委託 6,220,000 四日市公害と環境未来館

33 四日市公害と環境未来館特別展開催負担金 12,589,000 四日市公害と環境未来館

34 四日市公害と環境未来館特別展チラシ等印刷及び仕分け業務委託 780,000 四日市公害と環境未来館

35 エコパートナー環境学習等業務委託 2,792,000 四日市公害と環境未来館

36 特定粉じん（アスベスト）測定業務委託 1,437,000 環境政策課

37 微小粒子状物質（ＰＭ2.5）成分分析調査業務委託 5,600,000 環境政策課

38 有害大気汚染物質測定業務委託 10,560,000 環境政策課

39 水質汚濁監視測定（その１）業務委託 4,700,000 環境政策課

40 水質汚濁監視測定（その２）業務委託 4,979,000  環境政策課・生活環境課

41 悪臭監視測定業務委託 1,388,000 環境政策課

42 グリーンカーテン事業運営業務委託 1,490,000 環境政策課

43 資源物持ち去り禁止パトロール委託 9,570,000 環境事業課

44 家庭系可燃ごみスポット収集運搬業務委託 7,790,000 環境事業課

45 喫煙所清掃等業務委託 2,188,000 環境事業課

46 路上喫煙禁止等に係る啓発等業務委託 2,370,000 環境事業課

47 クリーンセンター運営モニタリングサポート業務委託 4,740,000 環境事業課

48 北部埋立処分場浸出水処理施設水質調査業務委託 1,720,000 環境事業課

49 南部埋立処分場地下水等水質調査及び悪臭物質調査業務委託 2,920,000 環境事業課

50 放置自転車等移送業務委託 1,254,000 道路管理課

51 違反屋外広告物除去業務委託 618,000 道路管理課

52 四日市公害と環境未来館見学バス運行業務委託 20,200,000 教育推進課

53 四日市こども科学セミナー企画運営業務委託 2,640,000 教育推進課

54 学力診断テスト採点・集計業務委託 5,720,000 教育推進課

55 自然教室バス運行業務委託 36,200,000 教育推進課

56
教育センター・小中学校職員室及び児童生徒用コンピュータ
運用支援業務委託

6,930,000 教育推進課

57 視聴覚センター貸館業務委託 8,910,000 教育推進課

58 学校給食配送業務委託 11,520,000 学校教育課

59 公立図書館等図書物流業務委託 4,660,000 図書館

60 移動図書館運転等業務委託 3,065,000 図書館

61 博物館特別展展示造作業務委託 3,700,000 博物館

62 博物館特別展開催負担金 6,700,000 博物館

63 移動天文車観望会運営業務委託 5,220,000 博物館

548,153,000

548,153

○業務・事務処理委託等に要する経費

合　　　　　　　　　　　　　　　計

限度額（千円）

令和７年11月定例月議会
財政課
補正予算書（２）P13、65
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○業務・事務処理委託等に要する経費 

 

【よっかいち市議会だより印刷業務委託】 [議事課] 

１．事業概要 

四日市市議会の情報を広く公開するため、四日市市議会の定例月議会、開会議会、

緊急議会等で審議、議論された内容や、議会の活動を紙面にまとめ、広く配布する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  １８，５７５千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【広報よっかいち作成業務委託】  [広報マーケティング課] 

１．事業概要 

「広報よっかいち」を月２回発行する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  １２３，３００千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【外国語（ポルトガル語）版広報作成業務委託】 [広報マーケティング課] 

１．事業概要 

市内に多数在住する南米系外国人市民に市政情報を提供するため、ポルトガル語版

の広報紙を月１回（７・８月は合併号）発行する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  １，６３０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【コミュニティＦＭ市政情報提供番組制作・放送業務委託】[広報マーケティング課] 

１．事業概要 

市政情報や市民活動、人権啓発情報、外国人向け情報を発信するラジオ番組を制作

し、コミュニティＦＭで放送する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  １，６４０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【旧笹川西小学校跡地管理業務委託】           [資産マネジメント課] 

１．事業概要 

旧笹川西小学校の建物及び敷地の保全、管理を行うため、建物内及び敷地の巡回、

点検等の業務を実施する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  １，６３８千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

令和７年 11 月定例月議会 

補正予算書（２）P13、65 
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【令和７年度税制改正対応システム改修業務委託】        [デジタル戦略課] 

１．事業概要 

令和７年度税制改正に対応するため、個人住民税システムに必要な改修を実施する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  １４，８８０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【モバイル端末機による遠隔通訳サービス業務委託（本庁分）】     [市民生活課] 

１．事業概要 

13 言語以上に対応したタブレット端末のテレビ電話通訳機３台を活用し、在留外国

人へ在留手続、雇用、医療、福祉、出産・子育て・子どもの教育等の生活に係る適切

な情報提供や相談場所への取次ぎを行う。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  １，９４０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【モバイル端末機による遠隔通訳サービス業務委託（センター等配置分）】[市民生活課] 

１．事業概要 

地区市民センター等の窓口に、13 言語以上に対応したテレビ電話通訳サービスを配

備し、窓口における多言語対応を行うとともに、地域団体と連携して、外国人市民に

対し、自治会加入や地域活動への参加呼びかけを行う際に活用する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ５８０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【外国人市民向け生活オリエンテーション事業業務委託】 [市民生活課] 

１．事業概要 

四日市市役所を訪れる外国人市民に対し、１階ロビー（市民課前）において、やさ

しい日本語や母語を使用しながら、四日市市で生活するうえでの必要な行政情報等を、

あらかじめ作成した資料に基づいてオリエンテーションを実施するとともに、必要に

応じて行政窓口案内を行う。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ３，９４０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【日本語学習支援体制づくり事業業務委託】    [市民生活課] 

１．事業概要 

外国人市民が日本語で意思疎通を図り、生活者として円滑な社会生活を送ることが

できるよう、国（文化庁）の「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」に基

づく県補助金を活用し、外国人市民の日本語習得に向けた日本語教育の取り組みを整

備する。 
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２．債務負担行為（追加） 

限度額  ９，１７０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【多言語電話通訳サービス業務委託】       [市民生活課] 

１．事業概要 

外国人市民に対する総合的な相談業務を円滑に実施するため、20 言語以上に対応し

た電話による２地点３者間通訳及び３地点３者間通訳を実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  １，９７０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【働く女性、働きたい女性のための相談事業業務委託】       [男女共同参画課] 

１．事業概要  

働く女性、働きたい女性を対象に、キャリア形成や働く上での様々な悩みについて

相談できる窓口を設置し、キャリアカウンセリングを実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  １，２５０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【シングルマザー等のための家計相談事業業務委託】             [男女共同参画課] 

１．事業概要  

シングルマザーまたは離婚を考えている子育て中の女性等を対象に、家計に関する

様々な悩みについて、女性のファイナンシャルプランナーに相談できる窓口を設置し、

相談対応や情報提供を行う。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ８００千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【男女共同参画センター夜間開館管理運営業務委託】             [男女共同参画課] 

１．事業概要 

男女共同参画センターでのグループ活動などに昼間参加できない市民に対応するた

め、夜間開館（火曜日から土曜日の午後５時から９時までの施設利用の対応及び情報

コーナーの管理等）の業務を委託する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  １，９３０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 
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【市民大学企画運営業務委託】        [市民生活課] 

１．事業概要 

市民の多様な学習意欲に応え、学習の機会を提供するため、市民大学講座（一般講

座）の企画運営業務を実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ２，３２０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【固定資産評価総合支援業務委託】 [資産税課] 

１．事業概要 

固定資産評価における職員のスキル向上とともに納税義務者への説明責任を果たす

ため、不動産鑑定士及び一級建築士の専門的知見や、評価実務経験者からの評価基準

や判例を踏まえた知見の提供を受ける。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ２，８１０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【マイナンバーカードに係るコールセンター運営及び出張申請サポート業務委託】  

[市民課] 

１．事業概要 

マイナンバーカードに係る問い合わせへの対応、交付・更新手続きに係る予約、出

張申請受付等のコールセンター運営業務のほか、出張申請及び申請サポート業務を委

託する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ５４，６００千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【民生委員・児童委員の日パネル展開催業務委託】 [福祉総務課] 

１．事業概要 

民生委員・児童委員の活動や役割を広く市民に周知するため、民生委員・児童委員

の日（５月 12 日）に合わせ、市内の商業施設においてパネル展を開催する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ７４０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【子ども学習支援事業業務委託】                         [保護課] 

１．事業概要 

生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護受給世帯の中学生及び小学６年生に対し

て、高等学校進学に向けた学習支援と進路相談を行い、自立支援を図ることで貧困の

連鎖の防止につなげる。 

 

91



２．債務負担行為（追加） 

限度額  １２，０７０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【支援対象児童等見守り強化事業業務委託】 [こども家庭センター] 

１．事業概要 

家庭環境の変化等により、困難を抱えるこどもとその家族を定期的に訪問し、食料

品の提供等を行いながら見守りを実施し、児童虐待の未然防止につなげる。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  １５，０００千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【子育て世帯訪問支援事業業務委託】 [こども家庭センター] 

１．事業概要 

家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー

等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家事・子育て等の支援を実施することに

より、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐ。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ４，２００千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【保育園等使用済み紙おむつ回収業務委託】 [保育幼稚園課] 

１．事業概要 

保育園等から排出される使用済み紙おむつの収集運搬業務を委託する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  １５，１００千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【保育園等グリーストラップ清掃及び汚泥処理業務委託】        [保育幼稚園課] 

１．事業概要 

保育園等に設置されているグリーストラップの清掃と汚泥の処理業務を委託する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ４，７５０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【保育園等廃プラ等産業廃棄物処理業務委託】        [保育幼稚園課] 

１．事業概要 

保育園等から排出される廃プラ等産業廃棄物の収集・運搬、処分業務を委託する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  １，２７０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 
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【四日市マリッジサポート事業業務委託】 [こども未来課] 

１．事業概要 

結婚を希望する独身の人を対象として、結婚に対する機運を醸成するとともに、出

会いの機会となるイベントを実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ８，０００千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【生活保護診療報酬明細書内容点検・分析業務委託】 [保護課] 

１．事業概要 

生活保護受給者（被保護者）の診療報酬明細書（レセプト）の内容点検及び分析を

実施し、不要な医療扶助の削減につなげる。診療点数の誤りや処方の要否を点検する

ほか、医薬品の処方状況などを分析し、指導対象となる被保護者を抽出する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ２，１４０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【応急診療所管理運営業務委託】  [保健企画課] 

１．事業概要 

四日市市応急診療所の施設管理業務、受付業務を委託する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ７，０６０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【個別がん検診受診券等作成、封入・封緘業務委託】 [健康づくり課] 

１．事業概要 

個別がん検診の受診券等の作成、封入・封緘業務を委託する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ８，１９０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【「検診のお知らせ」印刷等業務委託】 [健康づくり課] 

１．事業概要 

検診の日程や内容をお知らせする「検診のお知らせ」の印刷等業務を委託する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ２，０００千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 
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【個別（医療機関実施）検診等事務処理業務委託】 [健康づくり課] 

１．事業概要 

医療機関において実施するがん検診及び予防接種の請求・入力事務処理業務を委託

する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  １６，７００千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【予防接種事業に係る電話相談対応業務委託】  [健康づくり課] 

１．事業概要 

市民からの予防接種に係る電話相談についての業務を委託する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ６，７９０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【四日市公害と環境未来館特別展展示造作業務委託】 [四日市公害と環境未来館] 

１．事業概要 

令和８年度６月開催予定の特別展の展示造作等を行う。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ６，２２０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【四日市公害と環境未来館特別展開催負担金】 [四日市公害と環境未来館] 

１．事業概要 

令和８年度６月開催予定の特別展の準備を企画会社と行う。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  １２，５８９千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【四日市公害と環境未来館特別展チラシ等印刷及び仕分け業務委託】 

 [四日市公害と環境未来館] 

１．事業概要 

令和８年度６月開催予定の特別展のチラシ等印刷及び仕分け業務を行う。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ７８０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【エコパートナー環境学習等業務委託】 [四日市公害と環境未来館] 

１．事業概要 

環境活動を推進するため、エコパートナーから提案事業を募り、環境学習や環境活

動に関する業務を委託する。 

94



２．債務負担行為（追加） 

限度額  ２，７９２千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【特定粉じん（アスベスト）測定業務委託】                [環境政策課] 

１．事業概要 

大気汚染防止法に基づき、事業者等が特定粉じん排出等作業を実施する際、必要に

応じて敷地境界における大気中の特定粉じん（アスベスト）の濃度を測定する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  １，４３７千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【微小粒子状物質（ＰＭ2.5）成分分析調査業務委託】         [環境政策課] 

１．事業概要 

大気汚染防止法に基づき、ＰＭ2.5 の発生源特定に繋げるための知見を集積すること 

を目的として、微小粒子状物質の成分分析調査を実施する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ５，６００千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【有害大気汚染物質測定業務委託】                   ［環境政策課］ 

 １．事業概要 

大気汚染防止法に基づき、大気環境の状況を把握・評価するため、有害大気汚染物

質のうち、優先取組物質 22 物質の測定を行う。 

 ２．債務負担行為（追加） 

限度額  １０，５６０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【水質汚濁監視測定（その１）業務委託】                 [環境政策課] 

１．事業概要 

水質汚濁防止法に基づき、公共用水域及び地下水の水質汚濁の状況を把握するため、

定期的に主要河川、海域及び地下水の水質調査を実施する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ４，７００千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 
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【水質汚濁監視測定（その２）業務委託】        [環境政策課・生活環境課] 

１．事業概要 

中小河川の水質汚濁の状況等を把握するため、定期的に水質調査を実施する。また、

工場排水の水質の分析調査を実施する（環境政策課分）。 

産業廃棄物事案に係る周辺環境の状況を確認するため、鹿化川で水質調査を実施す

る（生活環境課分）。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ４，９７９千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【悪臭監視測定業務委託】          [環境政策課] 

１．事業概要 

悪臭パトロールを行い、事業活動に伴って発生する臭気の確認及び測定を実施し、 

悪臭防止法の遵守状況を確認する。  

２．債務負担行為（追加）  

限度額  １，３８８千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【グリーンカーテン事業運営業務委託】          [環境政策課] 

１．事業概要 

各家庭における地球温暖化対策の実践を推進することを目的とし、地球温暖化対策、

グリーンカーテンの設置に関する講座を実施する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  １，４９０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【資源物持ち去り禁止パトロール委託】 [環境事業課] 

１．事業概要 

資源物の持ち去り行為を防ぐため、ごみ集積場を巡回するパトロール業務を民間事

業者に委託して実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ９，５７０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【家庭系可燃ごみスポット収集運搬業務委託】 [環境事業課] 

１．事業概要 

家庭系可燃ごみの収集を効率的に実施するため、本市が指定したごみ集積場（市内６

か所）から「可燃ごみ」を収集し、指定した施設へ運搬搬入する業務を委託する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ７，７９０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 
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【喫煙所清掃等業務委託】 [環境事業課] 

１．事業概要 

「四日市市路上喫煙の禁止に関する条例」の施行により整備した喫煙所等の清掃管

理（３か所）を委託し、適正な管理を行う。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ２，１８８千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【路上喫煙禁止等に係る啓発等業務委託】 [環境事業課] 

１．事業概要 

四日市市路上喫煙の禁止に関する条例に規定する路上喫煙禁止区域における路上喫

煙の禁止や、ごみのぽい捨ての防止等について啓発を行う。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ２，３７０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【クリーンセンター運営モニタリングサポート業務委託】             [環境事業課] 

１．事業概要 

四日市市クリーンセンターは、包括的業務委託を導入しており、民間事業者が運営・

維持管理業務を行っていることから、当該業務が適切に行われているかを本市におい

ても確認するため、技術的な支援を目的に知見を有する民間事業者に本業務を委託す

る。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ４，７４０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【北部埋立処分場浸出水処理施設水質調査業務委託】 [環境事業課] 

１．事業概要 

北部埋立処分場浸出水処理施設について、施設が適切に稼働していることを確認す

るための水質調査を業務委託する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  １，７２０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【南部埋立処分場地下水等水質調査及び悪臭物質調査業務委託】       [環境事業課] 

１．事業概要 

南部埋立処分場の周辺環境の影響を確認するため、地下水及び周辺河川水及び悪臭

調査を業務委託する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ２，９２０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 
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【放置自転車等移送業務委託】 [道路管理課] 

１．事業概要 

駅自転車等駐車場及び市道上の放置自転車等を市保管場所へ移送する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  １，２５４千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【違反屋外広告物除却業務委託】 [道路管理課] 

１．事業概要 

屋外広告物法等に違反して表示されているはり紙等の広告物の除却等を行う。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ６１８千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【四日市公害と環境未来館見学バス運行業務委託】          [教育推進課] 

１．事業概要 

学校と四日市公害と環境未来館の往復等に使用するバスの運行業務を委託する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ２０，２００千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【四日市こども科学セミナー企画運営業務委託】 [教育推進課] 

１．事業概要 

四日市こども科学セミナーの広報・募集・抽選に関わる事務局業務、準備・運営に

関わる業務、運営のための人材確保に関わる業務及び参加者アンケート回答の集約業

務を委託する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ２，６４０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【学力診断テスト採点・集計業務委託】 [教育推進課] 

１．事業概要 

三重県学力診断テスト「みえスタディ・チェック」の採点・集計業務を委託する。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ５，７２０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【自然教室バス運行業務委託】 [教育推進課] 

１．事業概要 

学校と宿泊施設の往復等に使用するバスの運行業務を委託する。 
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２．債務負担行為（追加）  

限度額  ３６，２００千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【教育センター・小中学校職員室及び児童生徒用コンピュータ運用支援業務委託】 

 [教育推進課] 

１．事業概要 

教育センター（登校サポートセンターを含む）と市立小中学校のコンピュータ（周

辺機器等を含む）のハード・ソフトウェア及びネットワーク等について、問題発生時

の対応として、学校等へ訪問し、原因切り分け、障害の復旧、機器交換、設定変更を

行う。また、市教育委員会及び各小中学校へ技術支援・助言・指導を行う。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ６，９３０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【視聴覚センター貸館業務委託】 [教育推進課] 

１．事業概要 

総合会館の視聴覚室、第１～第３研修室及び展示室の貸館業務を行う。 

２．債務負担行為（追加）  

限度額  ８，９１０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【学校給食配送業務委託】             [学校教育課] 

１．事業概要 

小規模校２校をグループ化することで一括調理を行い、近隣の小学校から給食を配

送する。四日市市においては「なかよし給食」として実施している。 

 なかよし給食実施校 三重北小学校－八郷西小学校 

           小山田小学校－高花平小学校 

 配送日数 １８７日 

２．債務負担行為（追加）  

   限度額  １１，５２０千円  

   期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【公立図書館等図書物流業務委託】 [図書館] 

１．事業概要 

利用者が市内３図書館のどこでも貸出・返却ができるようにするため、市立図書館・

あさけプラザ図書館・楠交流会館図書室・駅前返却ポストの間で返却本及び予約本の

集配業務を物流事業者に委託する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ４，６６０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 
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【移動図書館運転等業務委託】 [図書館] 

１．事業概要 

市内の停車場を巡回する２台の移動図書館車（みなと号、かもめ号）を運行し、市

立図書館本館への来館が困難な市民へ図書貸出サービスを提供する。 

また、イベント及び学校等へ派遣し、読書活動の普及促進に努める。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ３，０６５千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【博物館特別展展示造作業務委託】 [博物館] 

１．事業概要 

令和８年度４月開催予定の特別展の展示造作を行う。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ３，７００千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【博物館特別展開催負担金】 [博物館] 

１．事業概要 

令和８年度４月開催予定の特別展の準備を企画会社と行う。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ６，７００千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【移動天文車観望会運営業務委託】 [博物館] 

１．事業概要 

移動天文車「きらら号」による観望会の運営を行う。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ５，２２０千円  

期 間  令和７年度から令和８年度まで 
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1 コピー機 35台 128,781,000

2 地区市民センター清掃用モップ 22ヶ所 420,000

3 寝具リース 295セット 14,250,000

4 メールシーラー・バースター 1式 12,500,000

5 デジタル採点システム使用料 1式 3,700,000

6 デジタル教材オンラインライセンス 1式 1,380,000

7 学習コンテンツ配信サービス 1式 2,376,000

8 個別学習支援ソフトウェア 1式 47,270,000

9 授業支援ソフトウェア 1式 37,900,000

10 フィルタリングソフトウェアライセンス 1式 31,200,000

11 水洗トイレ用薬剤供給装置 1式 180,000

279,957,000

279,957

積算額（円）

限度額（千円）

○事務用機器等運用経費

Ｎｏ 件        名 数量

合　　　　　計

令和７年11月定例月議会
財政課
補正予算書(2)P14、65
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○特別会計に係る債務負担行為  

 

〔国民健康保険特別会計〕 補正予算書(２)P88、101 

【診療報酬明細書内容点検等業務委託費】    [保険年金課] 

１．事業概要 

四日市市国民健康保険における医療費の適正化を図るため、医科及び歯科に係る

診療報酬明細書（レセプト）点検業務を高度な専門性を有する民間業者に委託し、

効率的かつ効果的な点検を実施する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ３，４３０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

【資格確認書等作成印字封入封緘等業務委託費】 [保険年金課] 

１．事業概要 

国民健康保険の年次更新にかかる資格確認書と資格情報のお知らせの印刷及び印

字、パンフレット、チラシを含む封入・封緘を委託する。 

２．債務負担行為 

限度額  ７，４８０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

〔食肉センター食肉市場特別会計〕 補正予算書(２)P108、119 

【食肉センター食肉市場清掃業務委託費】            [食肉センター・食肉市場] 

１．事業概要 

施設内の事務室、会議室、更衣室、倉庫、トイレ、廊下、階段の床面、窓ガラス

の定期清掃及び分別ゴミの収集業務を委託する。 

２．債務負担行為 

限度額  １，７００千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 

 

〔介護保険特別会計〕 補正予算書(２)P126、141 

【介護保険料納入通知書等印刷、封入・封緘業務委託費】         [介護保険課] 

１．事業概要 

介護保険料納入通知書と窓あき封筒の印刷及び印字、ブッキング、パンフレット

を含む封入・封緘を委託する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  １０，２８０千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 
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【認知症高齢者等位置情報探知システム関係経費】           [高齢福祉課] 

１．事業概要 

「認知症高齢者ＳＯＳメール」配信事業の事前登録者に配布するＧＰＳ位置情報

探知システムの小型端末機器を購入する。 

２．債務負担行為（追加） 

限度額  ８９４千円 

期 間  令和７年度から令和８年度まで 
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１．目的 

  水道水の安定供給のため、水道管の漏水修繕を行う。 

 

 

２．内容 

  漏水修繕業務委託では、主に漏水調査で発見された漏水について修繕を実施して

いる。 

令和７年度は、夏季における高温の影響もあり、漏水発生件数が当初の想定を上

回った。このため、業務委託による修繕件数が増加し、委託料の増額補正を行うも

のである。 

     

    令和７年度所要見込             

 当初 

① 

年間所要見込 

② 

補正 

②‐① 

参考 

（10 月末実績） 

予算額（千円） 223,000 263,000 40,000 186,589 

委託件数（件） 370 440 70 311 

 

 

漏水状況               修繕状況 

 

 

３．補正予算額  

４０，０００千円     （財源内訳）自己財源 ４０，０００千円 

水道事業会計 

漏水修繕業務委託 

令和７年 11 月定例月議会 

上下水道局水道維持課 

補正予算書(２)P161～168 
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１．目的 

将来にわたり安定的な医療の提供を継続していくため、新たな病院施設での切

れ目のない運営を見据えて、病院施設更新計画の策定に向けた取り組みを行う。 

 

２．内容 

地元医療関係者、学識経験者等から構成する「市立四日市病院あり方検討委員

会（仮称）」（以下、「委員会」という。）を設置し、新たな地域医療構想を踏まえ

た新病院の目指す姿や使命・役割のほか、医療機能をはじめとする将来の方向性

といった当院のあり方について検討を行う。 

また、あり方検討を行うにあたり、委員会等における提案・助言、調査・分析

などの各種支援業務を、専門的知見を有する医療コンサルタントに委託すること

により事業進捗の円滑化を図ることとする。 

なお、業者選定（プロポーザル方式）を今年度中に行い、翌年度当初から検討

を開始できる体制を整えるため、債務負担行為を計上する。 

 

●主な検討項目等 

・新病院の目指す姿、果たすべき使命・役割 

・新病院に必要とされる医療機能、望ましい立地条件 

・市民アンケートの実施 

 

３．債務負担行為（追加） 

  限度額 １３，２００千円  

 期 間 令和７年度から令和８年度まで 

 

市立四日市病院事業会計 

病院施設更新計画策定に向けたあり方検討支援業務委託費 
（債務負担行為） 

令和７年 11 月定例月議会 

市立四日市病院施設課 

補正予算書(２)P171～185 
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１．目的 

気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化を踏まえ、整備水準を超える降雨

に見舞われた際に、浸水の未然防止や被害の最小化を図るため、市民や事業者の防

災・減災行動につながる情報発信について調査研究を行う。 

 

 

２． 内容 

令和７年９月 12 日からの大雨により多数の浸水被害を受けた中心市街地を対

象に、降雨状況・予報などの気象データ、センサー等で取得した水位情報、地形

情報や人工衛星画像、下水道施設の情報等を組み合わせたＡＩによる浸水予測の

実用性を検証し、実装化を目指す。 

また、得られた情報を見える化し、市民や事業者へ迅速かつ的確に情報発信す

るための方法を検討する。 

 

＜調査研究のイメージ＞ 

 

基礎情報
・気象データ
・水位情報
・人工衛星画像など

市⺠や事業者の防災・減災⾏動に
つながる情報発信に活用

AI

効果

 
 

３． 補正予算額 

３，０００千円         （財源内訳）自己財源 ３，０００千円 

 

 

 

 

 

 

下水道事業会計 

    気象データと水位情報を組み合わせた情報発信の調査研究 

令和７年 11 月定例月議会 

上下水道局経営企画課 

補正予算書(２)P189～203 

災害対応 
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１．目的 

 令和７年９月12日からの大雨に伴う浸水被害を踏まえ、中心市街地の浸水対策とし

て、被害の軽減を図るため、（仮称）新阿瀬知ポンプ場の整備を可能な限り早急に行

う。 

 

２．内容 

（仮称）新阿瀬知ポンプ場の整備について、早期に供用開始を行うべく、整備期間

の短縮を図るよう建物配置や構造、施工方法等を検討する。 

 

３．補正予算額 

１６，０００千円     （財源内訳）自己財源  １６，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道事業会計 

    公共下水道事業（仮称：新阿瀬知ポンプ場） 

合流雨水棟（阿瀬知排水区） 

分流雨水棟（伊倉排水区） 

（仮称）新阿瀬知ポンプ場 

位置図 

（仮称）新阿瀬知ポンプ場 平面図 

阿瀬知ポンプ場（既設） 

四日市市役所 

JR 四日市駅 

国
道
䪴
䪵
号 

令和７年 11 月定例月議会 
上下水道局下水建設課 
補正予算書(２)P189～203 

災害対応 

107



 

 

 
 

１．目的 

令和７年７月に笹川通りにて発生した陥没事故を受けて、泊山汚水幹線の改

築・設計を行うとともに、市独自調査として口径 500ｍｍ以上かつ設置後 50 年

を経過した汚水、合流管路の調査を実施する。 

 

２．内容 

 

【管渠布設費】 

 

   泊山汚水幹線改築工事（笹川通り陥没箇所） 

令和７年度   ５０，０００千円 

    

泊山汚水幹線改築設計（債務） 

令和７年度        ０千円 

令和８年度   ３０，０００千円 

 

市独自調査 

令和７年度   ４０，０００千円 

 

３．補正予算額 

資本的収入  企業債              ４７，５００千円 

４７，５００千円 

 

資本的支出  管渠布設費           ９０，０００千円 

９０，０００千円 
 

４．債務負担行為（変更） 

泊山汚水幹線改築設計においては、令和８年度までの事業となるため、債務負担

行為を計上する。 

 

限度額  

 変更前 １，１６６，０００千円 

 変更後 １，３６１，０００千円 

（下水道管路改築：全国特別重点調査分 １６５，０００千円含む） 

 

期 間 令和７年度から令和９年度まで  

令和７年 11 月定例月議会 

上下水道局下水維持課 

補正予算書(２)P189～203 

 

下水道事業会計 

公共下水道事業（下水道管路改築：市独自調査分） 
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１．目的 

 

生活排水処理および雨水排水対策を計画的に推進し、生活環境の向上と公共

用水域の水質保全および浸水被害の防止を図る。 

 

 

２．内容 

 

【管渠布設費】 

〇国の交付金内示に合わせて事業費の減額 

補正額 △７７５，４１０千円 

 

【ポンプ場築造費】 

〇国の交付金内示に合わせて事業費の減額 

補正額 △２５４，９９０千円 

 

【処理場築造費】 

〇国の交付金内示に合わせて事業費の減額 

補正額 △１９０，１７２千円 

 

 

３．補正予算額 

 

資本的収入  企業債           △   ５４２，０００千円 

国庫補助金         △   ６１８，４２０千円 

△ １，１６０，４２０千円 

 

資本的支出  管渠布設費        △   ７７５，４１０千円 

       ポンプ場築造費      △   ２５４，９９０千円 

処理場築造費       △   １９０，１７２千円 

△ １，２２０，５７２千円 

 

令和７年 11 月定例月議会 

上下水道局 

施設課、下水建設課、下水維持課 

補正予算書(２)P189～203 

 

下 水 道 事 業 会 計 
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１．目的 

令和７年１月に発生した埼玉県八潮市の陥没事故を受け、国からの要請のあ

った「下水道管路全国特別重点調査」に基づき、緊急度Ⅰと判定された管路改

築工事及び設計を行う。 

 

２．内容 

 

【管渠布設費】 

 

全国特別重点調査に伴う改築工事（債務）※優先箇所 

令和７年度        ０千円 

令和８年度  １２５，０００千円 

    

全国特別重点調査に伴う設計（債務）※優先箇所以外 

令和７年度        ０千円 

令和８年度   ４０，０００千円 

 

３．債務負担行為（変更） 

全国特別重点調査に伴う管路改築の工事及び設計は、令和８年度までの事業とな

るため債務負担行為を計上する。 

 

限度額  

 変更前 １，１６６，０００千円 

 変更後 １，３６１，０００千円 

（下水道管路改築：市独自調査分 ３０，０００千円含む） 

    

期 間 令和７年度から令和９年度まで                         

 

令和７年 11 月定例月議会 

上下水道局下水維持課 

補正予算書(２)P189～203 

 

下水道事業会計 

公共下水道事業（下水道管路改築：全国特別重点調査分） 

（債務負担行為） 

改築工事位置図 設計位置図 

近鉄四日市駅 

三

滝

通

り 

国道

２３

号 

口径 2,100mm 

延長 130m 

JR 四日市駅 

JR 四日市駅 

国道

１号 

国道

２３

号 
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１．目的 

令和７年９月 12 日からの大雨に伴い、浄化センターへ浸水が発生し、設備の

一部が水没したことから、機能回復を図るために必要な修繕を行う。 

 

２．内容 

狭間地区浄化センター、小牧南地区浄化センターに設置されているエンジン

ポンプ※が水没したため、修繕を行う。 

 

    ・狭間地区浄化センター  ３，５００千円／１台 

    ・小牧南地区浄化センター ３，５００千円／１台 

 

 ※エンジンポンプ・・・停電により原水ポンプが稼働できなくなった場合に 

緊急的にエンジンにて駆動する予備のポンプ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
狭間地区浄化センター              小牧南地区浄化センター 

 

 

３．補正予算額 

 ７，０００千円          （財源内訳）自己財源 ７，０００千円 
 

 

 

 

 

令和７年 11 月定例月議会 

上下水道局施設課 

補正予算書(２)P207～221 

農業集落排水事業会計 

    狭間・小牧南地区浄化センター 施設修繕 

浸水レベル FL+1.5ｍ 浸水レベル FL+2.0m 

エンジンポンプ エンジンポンプ 

災害対応 
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令和７年11月定例月議会
財政課

決算 決算見込み （単位：億円）

6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 備考

市税 718 746 731 730 735 732 726 【前提条件等】

 　うち　個人市民税 193 217 224 230 236 234 233 　・物価上昇：R9まで毎年2％上昇、以降横ばい

 　うち　法人市民税 54 67 57 61 63 63 63 　・人件費：R9まで毎年正職3％、会任ﾊﾟｰﾄ7.7％上昇、以降横ばい

 　うち　償却資産 177 163 149 140 135 131 129 　・市税：R12まで730億円前後で推移

地方譲与税等 141 130 133 135 138 138 138 　・事業所税：R16以降課税団体でなくなる見込み（△39億円/年）

 　うち　地方消費税交付金 82 84 87 88 90 90 90 　※産業活動・生活を支える道路整備や教育環境の改善に充当

地方交付税 5 5 4 4 4 4 4
国・県支出金 341 349 323 315 309 316 302
市債 40 66 110 77 98 129 43
その他 202 203 165 157 157 167 150
　うち　財政調整基金繰入金 14 13
　うち　都市基盤・公共施設等整備基金繰入金 5 24 14 4 13 22 0
　うち　アセットマネジメント基金繰入金 ・R17以降小中学校改築にあたり基金から繰入れ

計（Ａ） 1,447 1,499 1,466 1,418 1,441 1,486 1,363
人件費 232 233 249 245 259 251 263
　　うち　退職手当 13 3 14 3 13 3 13
扶助費 359 368 346 347 348 349 351
　　うち　補助 291 308 311 312 313 314 316
　　うち　単独 68 60 35 35 35 35 35
公債費 50 43 42 42 43 47 49
普通建設事業費 188 216 246 206 217 266 140
　 うち　中央通り再編事業 34 53 52 13 7
　 うち　知と交流の拠点施設（新図書館等拠点施設） 0 9 53 100
　 うち　ドーム改修 23 17 17
維持補修費 35 36 36 35 35 35 35
補助費等（公営企業等含む） 154 167 152 155 154 156 158
繰出金 99 104 102 102 103 104 103
　 うち　国民健康保険 20 19 19 18 18 19 18
　 うち　介護保険 35 37 38 38 38 38 37
　 うち　後期高齢者医療 38 40 41 41 42 42 42
積立金 35 59 50 47 25 27 27
　うち　都市基盤・公共施設等整備基金　 1 30 35 30 5 5 5 ・都市基盤：R7～9で30億円、35億円積立て、以降毎年5億円積立て

　うち　アセットマネジメント基金　 10 10 10 10 10 10 9 ・ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ基金はR12に200億円の目標額を積立完了

その他 241 273 238 243 248 246 239
計（Ｂ） 1,393 1,499 1,461 1,422 1,432 1,481 1,365

54 0 5 △ 4 9 5 △ 2

中期財政収支見通し総括表（一般会計）

歳
　
　
入

財政プランR5～R7まで公表

歳
　
　
出

収支差（Ｃ）（Ａ－Ｂ）
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